
（平成２１年９月９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 41 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 30 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 28 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 21 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

埼玉国民年金 事案 2269 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年 10 月から同年 12 月までの期間及び 48 年 10 月から

49 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年 10 月から同年 12 月まで 

         ② 昭和 48 年 10 月から 49 年３月まで 

私は昭和 40 年３月の結婚以来、夫婦一緒に国民年金保険料を納付し

ており、申立期間①当時はＡ区役所で、申立期間②当時はＢ金庫Ｃ支店

で支払った。申立期間①は夫婦二人とも未納で申立期間②については夫

が納付済みになっているのに私だけが未納になっている。 

１か月の未納もないように納めてきたはずなのに、未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金制度発足時から平成５年１月に厚生年金保険に加入

するまでの間、申立期間を除き国民年金保険料を完納しており、納付意識

は高かったものと考えられる。 

また、申立期間①について、申立期間前後は納付済みであり、３か月と

短期間である申立期間を納付できない特段の事情は見当たらず、Ｄ市の国

民年金被保険者名簿でも申立期間①は納付済期間となっている。 

さらに、申立期間②について、申立人は夫婦一緒に国民年金保険料を納

付したとしているところ、納付日が分かる昭和 41 年４月から 44 年３月ま

での期間、その夫と同日に納付していることが確認でき、基本的に夫婦一

緒に納付していると推認できる上、特殊台帳には 49 年１月から同年３月

までの保険料不足分が納付されたことが記載されていることから、申立人

の夫が納付済みである申立期間②の保険料が納付されていたと考えるのが



 

  

自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2270 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年 10 月から同年 12 月まで 

昭和 40 年３月に結婚して以来、私達夫婦は一緒に国民年金保険料を

納付しており、申立期間当時はＡ区役所で支払った。 

１か月の未納も無いように納めてきたはずなのに、申立期間が未納と

なっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金制度発足時から平成５年１月に厚生年金保険に加入

するまでの間、申立期間を除き国民年金保険料を完納しており、納付意識

は高かったものと考えられる。 

また、申立期間前後は納付済みであり、住所や仕事に変更も無く、３か

月と短期間である申立期間を納付できない特段の事情は見当たらない上、

Ｂ市の国民年金被保険者名簿では申立期間は納付済期間となっている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2271 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年９月から 39 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年９月から 39 年２月まで 

昭和 49 年＊月に妻が 20 歳になったときにＡ区からの通知を受けて妻

の年金加入のため二人で自転車に乗って区役所へ手続に行った。その時

に私の国民年金保険料が未納となっていることが分かったので、未納分

の納付書を作ってもらい、数日後Ｂ金庫本店の妻の預金口座から現金を

引き出し、Ｃ郵便局で妻が支払ったので、申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その妻が 20 歳になった昭和 49 年＊月にＡ区役所で妻の国民

年金の加入手続をしたときに、自身の保険料の未納分の納付書の交付を受

け、数日後にその妻が郵便局で納付したとしているところ、その妻の国民

年金手帳記号番号は第２回特例納付の実施時期である 49 年８月に払い出

されている上、その妻の国民年金の加入手続を行った際、区職員に申立人

自身に未納がないかを調べてもらい、区職員が未納分の保険料額を計算し

納付書を交付してくれたこと、その妻の口座から現金を引き出して郵便局

で妻が納付したことなど当時の状況を具体的に申述していることから、申

立内容には信ぴょう性が認められる。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したとする額は、特例

納付に必要な保険料額とおおむね一致している上、申立人は国民年金加入

期間において申立期間を除き未納期間は無く、納付意識は高かったものと

認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2274 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年４月から 42 年３月までの期間及

び 57 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 39 年６月から 44 年３月まで 

             ② 昭和 44 年７月から 45 年９月まで 

             ③ 昭和 57 年１月から同年３月まで 

    私は、美容師として姉夫婦が経営する美容院に勤めてから、義兄が国

民年金の加入手続をし、国民年金保険料も給料から差し引いて納付し

てくれた。結婚後は私が納付した。申立期間が未納となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、申立人の義兄が国民年金の加入手続

をしてくれて、国民年金保険料についても給料から差し引いて納付して

くれたと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号が昭和

40 年４月に払い出されていること、Ａ区役所では、45 年 10 月までは訪

問徴収していたとしていること、申立人の保険料を納付したとする義兄

夫婦の保険料が 42 年３月までの期間は納付済みであることから、申立

人の申立期間のうち、40 年４月から 42 年３月までの保険料についても

納付していたものと、推認できる。 

   

  ２ 申立期間③について、申立人の国民年金保険料について、昭和 45 年

10 月から平成 16 年５月までの 34 年間の国民年金の加入期間のうち短

期間の３か月間が未納となっているのは不自然である。 

 

  ３ 申立期間②について、申立人は、申立人の夫がＡ区役所Ｂ出張所にお



 

  

いて、印紙の記憶はないが納付書はもらった記憶があるとしているもの

の、窓口では現金により納付したと主張しているが、Ａ区では、昭和

45 年 10 月から納付書方式による保険料の納付になり、区役所の出張所

では保険料の収納は行っていないとしている上、その夫の保険料は、申

立期間の一部が未納となっている。 

    また、申立期間②の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（日記、家計簿等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情が見当たらない。 

 

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 40 年４月から 42 年３月までの期間及び 57 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。  

   

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2275 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年４月から 56 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年４月から同年 12 月まで 

    私は、国民年金の加入は国民の義務と思っており、昭和 53 年３月こ

ろ、Ａ市役所で加入手続を行って以来、保険料を納付してきた。申立期

間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間前後の国民年金保険料について、昭和 53 年３月か

ら 54 年３月までの期間及び申立期間後の 57 年１月から 57 年６月までの

期間の保険料を過年度納付したことが社会保険庁の特殊台帳及びＡ市の被

保険者名簿により確認でき、57 年７月から 60 年３月までの期間の保険料

についてはＡ市の被保険者名簿により過年度納付したことが推認できるこ

とから、過年度納付でも保険料を納付するという意識が高かったものと認

められ、申立期間が未納となっているのは不自然である。 

   また、Ａ市の被保険者名簿の収納記録欄によると、昭和 56 年度の申立

期間の国民年金保険料は、判読できない文字が記載されているところ、Ａ

市では、判読できないとしているが、昭和 56 年４月から同年６月までの

保険料は 58 年７月に、56 年７月から同年９月までの保険料は 58 年 10 月

に、56 年 10 月から同年 12 月までの保険料は、59 年１月に過年度納付し

たように読み取れる。 

さらに、申立人の国民年金保険料について、資格取得日となった昭和

53 年３月以降は、申立期間を除き未納期間は無く、申立期間も９か月間

と短期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2277 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年 10 月から 43 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 42 年 10 月から 43 年３月まで 

    国民年金加入時は、自分は短大生だったが母が最初からの保険料を納

付してくれていた。自分が卒業後１年間会社に勤めていた期間も国民年

金保険料を納付しており、最近返金された。申立期間が未納となってい

ることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母親が加入時からの国民年金保険料を支払っていたと

しているところ、申立期間直後の昭和 43 年度分の保険料が昭和 44 年 11

月１日に過年度納付されていることが、町の被保険者名簿から確認でき、

この時点では申立期間も過年度納付が可能であり、申立期間のみ納付し

なかったとするのは不自然である。 

また、申立期間以降の国民年金加入期間の未納は無く、納付意識の高

さがうかがわれ、かつ、申立期間は６か月と短期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2279 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年８月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 58 年８月から 59 年３月まで 

    病気のため、高校を退学した後、病状が落ち着いて、運送業の仕事に

就くことができたことから、心配をかけた母親を安心させようとＡ市

役所で国民年金の加入手続を行い、20 歳の資格取得日までさかのぼっ

て国民年金保険料を納付した。申立期間が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、就職後、同居していたその母親の強い希望により国民年金に

加入し、当該加入時から申立期間当初の昭和 58 年８月の資格取得日まで

さかのぼって国民年金保険料を納付したとしているところ、その母親は、

申立人が申立期間の保険料をさかのぼって納付したことを記憶している上、

申立人の国民年金手帳記号番号から推測される加入時期は 59 年５月末か

ら同年６月初めころであり、申立期間の保険料は、過年度納付によりさか

のぼって納付することが可能であることから、申立内容に不自然さはみら

れない。 

また、申立期間は８か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国

民年金加入期間の保険料をすべて納付していることから、納付意欲は高か

ったものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2282 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年３月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年３月 

昭和 46 年に結婚退職し、47 年 11 月に当時実家に出入りしていた税理

士の勧めで国民年金に任意加入した。加入手続は私がＡ市役所（現在は、

Ｂ市役所）で行い、国民年金保険料の納付は未納のないように気をつけ

ていた。申立期間の保険料の納付を裏付ける確定申告書の控えや通知書

が見つかったにもかかわらず、申立期間が未納であるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は国民年金に任意加入しており、かつ、申立期間以外に未納は無

く、納付意識は高いと認められる。 

また、申立期間については、申立人が所持している税務署の収受印のあ

る昭和 57 年分の所得税確定申告書の控えには、社会保険料控除欄に国民

年金６万 2,640 円と記載があり、申立期間を含む 57 年４月から 58 年３月

までの国民年金保険料額と一致している。 

さらに、申立期間は１か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2283 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年４月から 43 年３月までの期間、

同年７月から 44 年３月までの期間及び同年 10 月から 45 年３月までの期

間の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 36 年６月から 43 年３月まで 

② 昭和 43 年７月から 44 年３月まで 

③ 昭和 44 年 10 月から 45 年３月まで 

申立期間については、市役所窓口で現金（100 円から 200 円くら

い）と引換に国民年金印紙を受け取り、手帳に貼っていた記憶がある

ので、申立期間が未納とされていることに納得できない。       

   

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、昭和 42 年４月から 43 年３月までの期間並びに

申立期間②及び③について、申立人は、市役所窓口で国民年金印紙を

受け取り、手帳に貼っていたと主張しているところ、申立期間当時の

国民年金保険料の収納は印紙検認方式であり、申立人の主張に不自然

さはみられない。 

また、申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間は保険料を納

付していること、転居及び資格変更に伴う手続も滞りなく行っている

ことから、納付意識は高かったものと認められる。 

さらに、申立期間①のうち、昭和 42 年４月から 43 年３月までにつ

いては、申立人の国民年金手帳記号番号が 42 年９月に払い出されてい

ることから、現年度保険料となる当該期間が未納となっていることは

不自然である。 

加えて、申立期間②及び③は、それぞれ９か月及び６か月と短期間

である。 

 



 

  

２ 一方、申立期間①のうち、昭和 36 年６月から 42 年３月までについ

ては、国民年金手帳記号番号の払出時点からすると、大部分は時効に

より納付することができない期間であり、別の国民年金手帳記号番号

が払い出された形跡はうかがえない。 

また、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料の納付をうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の

うち、昭和 42 年４月から 43 年３月までの期間、同年７月から 44 年３

月までの期間及び同年 10 月から 45 年３月までの期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2284 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年１月から同年３月まで 

    昭和 49 年６月に国民年金の任意加入手続をして、それから 61 年４月

に第３号被保険者になるまで国民年金保険料を納付してきた。納付方法

については、加入当初はＡ市役所の窓口で、しばらくしてからはＢ銀行

Ｃ支店で納付するようになったことを覚えている。申立期間が未納であ

るのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年６月に国民年金に任意加入してから、申立期間を

除き、国民年金加入期間中の国民年金保険料をすべて納付しており、保険

料の納付意識は高かったものと認められる。 

また、申立期間当時、申立人の夫は会社員をしており、申立期間前後の

標準報酬月額をみても、国民年金保険料を納付する資力は十分にあったも

のと考えられ、申立人が申立期間の保険料を納付できない特別の事情は見

当たらない。 

さらに、申立期間は３か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2285 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年４月から同年９月までの期間、57 年１月から同年４

月までの期間、59 年 10 月から 60 年９月までの期間及び 62 年１月から同

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56 年４月から同年９月まで 

② 昭和 57 年１月から同年４月まで 

③ 昭和 59 年 10 月から 60 年９月まで 

④ 昭和 62 年１月から同年３月まで 

    昭和 46 年に国民年金の加入手続をしてから、私が夫婦二人分の国民

年金保険料を一緒に納付してきた。申立期間についても、私がＡ区役所

の窓口等で、納付書に基づいて保険料を納付していたので、未納となっ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年に国民年金に加入し、申立期間については、Ａ区

役所等の窓口で納付書に基づいて夫婦二人分の国民年金保険料を納付した

としているところ、申立人とその元夫の国民年金手帳記号番号は 46 年８

月 21 日に連番で払い出されている上、保険料や他に支払いが必要な公共

料金等を支払先別に封筒に仕分けして管理していたこと、区役所から送付

された納付書を持って３か月ごとに区役所窓口や銀行、信用金庫で納付し

ていたことなど、保険料の納付状況を具体的に記憶しており、申立内容に

信 憑
ぴょう

性が認められる。 

また、申立期間当時、申立人の元夫は不動産会社を経営しており、国民

年金保険料を納付する資力を十分に有していたと思われるとともに、一緒

に納付していたとする元夫は、申立期間①、③及び④については納付済み

となっている。 



 

  

さらに、申立人の元夫が厚生年金保険の被保険者期間となっている申立

期間②についても、４か月と短期間である上、申立人が当該期間の国民年

金保険料を納付できない特別の事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1539 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年 10 月から７年３月までの期間に係る厚生年金保険の

標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められるこ

とから、当該期間の標準報酬月額を２年 10 月から３年６月までは 41 万円、

同年７月から４年６月までは 47 万円及び同年７月から７年３月までは 53

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成２年 10 月１日から７年４月 24 日まで 

    株式会社Ａに勤めていた平成２年３月から７年４月までのうち、２年

10 月から７年３月までの厚生年金保険の標準報酬月額が９万 2,000 円

となっていた。私の受給していた給与より極端に少ないので疑問に思

っている。納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成２年 10 月から７年３月までの期間について、社

会保険庁の記録では、申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準報

酬月額は、当初、２年 10 月から３年６月までは 41 万円、同年７月から４

年６月までは 47 万円及び同年７月から７年３月までは 53 万円と記録され

ていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった７年４月

24 日以降の同月 25 日に申立人を含む二人の標準報酬月額が遡及
そきゅう

して訂正

されており、申立人の２年 10 月から７年３月までの標準報酬月額が９万

2,000 円に訂正されていることが確認できる。 

   しかしながら、社会保険事務所において、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う

合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認

められず、申立期間のうち、平成２年 10 月から５年 10 月までの期間に係

る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額

の記録から２年 10 月から３年６月までは 41 万円、同年７月から４年６月

までは 47 万円、同年７月から５年 10 月までは 53 万円とすることが必要

である。 



 

  

   また、申立期間のうち、平成５年 11 月から７年３月までの標準報酬額

については、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

７年４月 24 日以降の同月 25 日に申立人の２年 10 月から５年 10 月までの

標準報酬月額を９万 2,000 円に訂正したのに合わせ、５年 10 月及び６年

10 月の標準報酬月額の定時決定の処理を行っていることが確認できるが、

社会保険事務所がこのような処理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月

額に係る有効な記録処理があったとは認められないことから、当該期間の

標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に４年 10 月に届け出

た標準報酬月額の記録から 53 万円とすることが必要と認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1540 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月

額を、平成６年３月から同年９月までは 53 万円、同年 10 月及び同年 11

月は 50 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月１日から同年 12 月１日まで 

    株式会社Ａに勤めていた平成６年３月から同年 11 月までの厚生年金

保険の標準報酬月額が、７年７月７日に遡及
そきゅう

して９万 8,000 円に訂正

されている。納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録では、申立人の株式会社Ａにおける申立期間の厚生年

金保険の標準報酬月額は、当初、平成６年３月から同年９月までは 53 万

円、同年 10 月から同年 11 月までは 50 万円と記録されていたところ、申

立人が被保険者資格を喪失した６年 12 月１日以降の７年７月７日に、６

年３月から同年 11 月までの標準報酬月額が６年３月に遡及
そきゅう

して９万

8,000 円に訂正されており、また、同僚４人の標準報酬月額についても同

様に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、当該遡及
そきゅう

訂正について、事業主からの供述を得られない

上、遡及
そきゅう

訂正された同僚も不明としていることから、当該事実を確認でき

ない。 

また、申立人は申立期間において、社会保険事務所から社会保険料の納

付督促があったと供述しているほか、社会保険事務所が保管するＢにより、

当該事業所が厚生年金保険の適用事業所で無くなった平成９年６月時点ま

でに約 3,900 万円の社会保険料の滞納額が発生していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、平成７年７月７日付けで行われた標準報

酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人の標準報

酬月額を６年３月１日にさかのぼって減額処理を行う合理的な理由は見当



 

  

たらず、当該訂正処理に係る有効な記録訂正があったとは認められないこ

とから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務

所に当初届け出た標準報酬月額の記録から平成６年３月から同年９月まで

は 53 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 50 万円に訂正することが必要であ

る。 

   



 

  

埼玉厚生年金 事案 1541 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報

酬月額を、41 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 12 月９日から７年 12 月 31 日まで 

    社会保険庁の記録によると、株式会社Ａに勤務していた期間のうち、

平成６年 12 月から７年 11 月までの標準報酬月額が相違しているので、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）に

おいて、申立人が株式会社Ａに勤務した平成６年 12 月から７年 11 月まで

の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、41 万円と記録されていた。 

   しかし、社会保険庁の記録では、厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなった平成７年 12 月 31 日以降の８年５月８日に、申立人を含む 14 人

の標準報酬月額の記録が引き下げられており、申立人の標準報酬月額は、

申立期間について 41 万円から 16 万円へと訂正されていることが確認でき、

社会保険事務所において、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処

理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   また、株式会社Ａの事業主は、平成８年５月８日に遡及
そきゅう

して適用事業所

に該当しなくなる手続を自らが行ったと供述していることから、申立人は、

これに関与していないものと判断される。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間の標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記

録から、平成６年 12 月から７年 11 月までは 41 万円とすることが必要と

認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1542 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額

を平成４年３月から６年２月までを 53 万円に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年３月１日から６年３月 10 日まで 

    社会保険庁の記録では、株式会社Ａにおける平成４年３月１日から６

年３月 10 日までの標準報酬月額は８万円に下げられているが、誤りで

あると思うので当該期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）に

おいて、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、平成４年３月か

ら６年２月までは 53 万円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁の記録では、株式会社Ａが適用事業所に該当しなく

なった平成６年３月 28 日以降の同年４月５日に、申立人を含む 23 人の標

準報酬月額の記録が訂正されて引き下げられており、申立人の場合、４年

３月から６年２月までは８万円に訂正されていることが確認でき、社会保

険事務所において、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行

う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は申立期間当時の平成５年７月 31 日に同社の取締役を辞

任しており、翌日には雇用保険の資格取得が確認できることから社会保険

関係事務に関する権限までは有していなかったと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があ

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から平成４年３月から

６年２月までを 53 万円とすることが必要と認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1545 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報

酬月額を 36 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年６月１日から同年 10 月 31 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、株式会社Ａにおける平成４年６月１日

から同年 10 月 31 日までの期間に係る標準報酬月額が、同年 12 月 25

日に実際の給料より低い報酬額に訂正されていることが分かったので、

訂正前の報酬額に戻してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）に

よると、申立人の申立期間に係る株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準

報酬月額は、当初 36 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険

の適用事業所ではなくなった平成４年 10 月 31 日より後の同年 12 月 25 日

付けで、同年６月から同年９月までの標準報酬月額が遡及
そきゅう

して９万 8,000

円に減額訂正されていることが確認できる。 

また、申立人は申立期間当時、事業主の妻であったものの、当該事業所

の商業登記簿によると役員として登記されておらず、さらに、事務職であ

った同僚二人は、「申立人は事業所において雑用係であった。」と供述し

ていることから、申立人は社会保険関係事務に関与できる立場にはなかっ

たものと判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所が訂正処理を遡及
そきゅう

して行

う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは

認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出たとおり、36 万円とすることが必要である。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1547 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標

準報酬月額を、平成２年８月及び同年９月は 50 万円に、同年 10 月から４

年５月までは 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年８月１日から４年６月６日まで 

Ａ株式会社における申立期間に係る標準報酬月額が８万円に減額さ

れているので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間当時勤務していたＡ株式会社は、平成４年６月 30

日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立人は同年６月６

日に被保険者資格を喪失しているが、申立人に係る標準報酬月額は、適用

事業所ではなくなった日以降である同年８月 26 日に、２年８月及び同年

９月が当初記録されていた 50 万円から８万円に、同年 10 月から４年５月

までが同じく 53 万円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが社会保

険庁の記録により確認できる。 

なお、申立人と同様に遡及
そきゅう

訂正されている同僚から提出された遡及
そきゅう

訂正

期間の一部期間の給与明細書によると、訂正前の標準報酬月額に見合う保

険料の控除が確認できる。 

また、申立人は、工場長としてメッキの液体の管理、工程の管理、材料

の手配等を主業務とし、社会保険手続等の業務には関与していないと主張

している上、商業登記簿によると申立人は取締役には就いておらず、同僚

からも、申立人の主張と同様な供述があった。 

これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理



 

  

由は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成２年８

月及び同年９月は 50 万円に、同年 10 月から４年５月までは 53 万円に訂

正することが必要と認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1548 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月

額を 38 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年２月１日から同年８月 31 日まで 

    株式会社Ａにおける申立期間の標準報酬月額が 38 万円から９万

8,000 円に引き下げられている。申立期間の標準報酬月額を 38 万円に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間当時、従業員として勤めていた株式会社Ａは、平成

７年８月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立人

も同日に被保険者資格を喪失しているが、申立人の標準報酬月額は同日以

降の７年９月 13 日に、７年２月から同年７月までの期間について 38 万円

から９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが社会保険庁の記録によ

り確認できる。 

   また、事業主は、申立期間において社会保険料の滞納があり、平成７年

９月ごろは資金繰りに苦労していたとしている。 

さらに、申立人は、社会保険関係業務には従事しておらず、遡及
そきゅう

訂正に

ついて事業主から聞いていないとしている上、事業主も、社会保険の手続

は別の従業員が行っていたと供述している。 

   これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理

由は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から 38 万円とす

ることが必要と認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1549 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月

額を平成８年７月から同年 11 月までは 30 万円、同年 12 月は 47 万円に訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年７月１日から９年１月 27 日まで 

    社会保険事務所によって申立期間のＡ病院での標準報酬月額を 15 万

円に減額されているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、勤めていたＡ病院での被保険者資格を平成９

年１月 27 日に喪失しており、資格喪失後の同年４月２日に、申立人に係

る８年７月１日の資格取得時決定及び同年 12 月１日の随時改定された標

準報酬月額を取り消した上で、８年７月から同年 12 月までの標準報酬月

額（８年７月から同年 11 月までは 30 万円、同年 12 月は 47 万円と当初記

録されていたもの）が 15 万円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが社会保険

庁の記録により確認できる。 

   また、申立人は、遡及
そきゅう

訂正について事業主から聞いていないとしている

上、雇用保険の記録等から申立人がＡ病院を退職した後の平成９年４月２

日に、遡及
そきゅう

訂正が行われていると推認できることから申立人が同手続に関

与したとは考え難い。  

なお、申立人のＡ病院に係る雇用保険の記録では、申立人が平成９年

１月 27 日に離職したことが確認できる上、同僚も少なくとも同年２月 15

日前には退職していたとしていることからも、遡及
そきゅう

処理は申立人が退職後

に行われたことが推認できる。 

   さらに、申立人が遡及
そきゅう

訂正された平成９年４月２日には、申立人を含め



 

  

て同僚 52 人についても標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正が行われている。 

  これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理

由は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から平成８年７月

から同年 11 月までは 30 万円、同年 12 月は 47 万円とすることが必要であ

る。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1550 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡにおける資格喪失日に係る

記録を昭和 61 年１月１日に訂正し、60 年 12 月の標準報酬月額を 22 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 35 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 60 年 12 月 31 日から 61 年１月１日まで 

Ａを退職したのは、昭和 60 年 12 月 31 日であったのに、同年 12 月が

厚生年金保険の加入期間となっていない。同医院に係る被保険者資格喪

失日の記録を 61 年１月１日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者資格記録により、申立人がＡを離職したのは昭和

60 年 12 月 31 日であったことが確認できるとともに、同医院における厚生

年金保険料は当月控除であり、事業主は、同年 12 月分の厚生年金保険料

を申立人の給与から控除したことを認めていることから、申立人は、申立

期間において事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたこと

が認められる。 

また、昭和 60 年 12 月の標準報酬月額については、申立人のＡにおける

同年 11 月の社会保険事務所の記録から、22 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては確認できる資料が無いため

不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 61 年１月１日と届け出た

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを 60 年 12 月 31 日と誤って記録

するとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料について納入

の告知を行っておらず（その後に納付されるべき保険料に充当した場合又



 

  

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1551 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ株式会社Ｂ工場における申立人の被

保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 27 年４月 26 日）及

び資格取得日（昭和 27 年５月 26 日）を取消し、申立期間の標準報酬月額

を 5,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏     名  ： 男 

    基 礎 年 金 番 号  ：  

    生 年 月 日   ： 昭和８年生 

    住     所  ：  

    

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ： 昭和 27 年４月 26 日から同年５月 26 日まで 

    Ａ株式会社Ｂ工場には、昭和 26 年 10 月５日から 27 年 12 月 10 日ま

で勤務したが、同年４月 26 日から同年５月 26 日までの期間の厚生年金

保険の記録が抜けている。このころ同工場の事務員数が充分な数となっ

たので、社会保険に係る事務が同社Ｃ営業所から同工場に移管されてき

たのでそれが原因で発生したのではないかと思っている。 

    入社してから平成５年３月に定年退職をするまで、同社での転勤は

あったものの継続して勤務していた。申立期間について厚生年金保険被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社提出の従業員台帳、申立人提出の定年退職時に授与された同

社からの感謝状及び雇用保険被保険者記録から判断すると、申立人は、昭

和 26 年 10 月５日の入社から平成５年３月の定年退職まで継続して勤務し、

そのうちの昭和 26 年 10 月５日から 27 年 12 月 10 日までは同社Ｂ工場に

勤務しており、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間における標準報酬月額については、申立人の申

立期間前後の記録から判断すると、5,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



 

  

事業主は、保険料を納付したとしているが、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無く、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失

届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれ

を記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録ど

おりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る昭和 27 年４月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む。）事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案1553 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏 名  : 女  

基礎年金番号  :  

生 年 月 日  : 昭和18年生 

住 所  :  

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間  :  昭和36年２月21日から40年10月31日まで 

昭和40年10月に出産のため退職したが、その10か月後である41年８月

30日に脱退手当金が支給されていることについて、社会保険事務所で会

社を辞めるときに受け取ったのではないかとの説明を受けたが、受け取

ったことも銀行に振り込まれていた記憶も無いので調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の脱退手当金は、退職後の約10か月後に支給決定されているとこ

ろ、申立人は在職中である昭和40年４月＊日に婚姻しているにも関わらず、

申立人の厚生年金保険被保険者原票及び厚生年金保険被保険者台帳記号番

号払出簿の氏名は変更処理がなされていないことから、申立期間の脱退手

当金は旧姓で請求されたものと考えられる。 

しかしながら、申立人が保持する申立人の第１子に係る母子手帳は昭和

40年９月29日に交付され、母の氏名は「Ａ」と記載されていることを考慮

すれば、申立人は退職前から改姓後の姓についての認識があったものと認

められることから、当該脱退手当金が申立人の意思に基づいて請求された

ものとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1554 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ（現在は、株式会社Ｂ）の

Ｃ支店における資格取得日に係る記録を昭和36年４月１日に、資格喪失日

に係る記録を同年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万

6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月１日から同年５月１日まで 

    昭和 36 年４月１日にＡに入社した。当時、新入社員は入社してから

１か月間は実家近くの支店に勤務し、その後、配属支店に着任するこ

とになっていたため、自分も１か月間Ｃ支店に勤務した後、Ｄ支店に

配属された。社会保険事務所で確認したところ、Ｃ支店に勤務した期

間の厚生年金保険被保険者記録が無かったが、当該期間も正社員とし

て勤務し、給与から保険料も控除されていたので、記録の訂正をして

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａが発行した勤務証明書、職員カード、株式会社Ｂの回答及び同僚が提

出した昭和 36 年度大学卒事務講習会受講者名簿により、申立人が申立期

間においてＡのＣ支店に勤務していたことが認められる。 

また、昭和 36 年度大学卒事務講習会受講者名簿に記載されている申立

人と同時期にＡに入社した同僚 67 人のうち 65 人は、社会保険庁の記録に

よれば、昭和 36 年４月１日に同社で厚生年金保険の被保険者資格を取得

していることが確認できるほか、同名簿によれば、同日に資格を取得して

いない二人は、申立人及び申立人と同時期に同社Ｃ支店に在籍していた同

僚であること、同時期に同支店に在籍していたもう一人の同僚が同年４月

１日付で資格を取得している事業所は、この同僚が同年５月１日付で配属



 

  

された同社Ｅ支店であることが確認できる。 

さらに、申立人と同時期に入社した複数の同僚は、大学卒事務講習を受

講した新入社員の雇用形態や勤務形態は全員が同じであり、入社月の分の

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が、給与計算や社会保険料の控除

について、昭和 36 年４月１日に資格を取得している同僚と異なる取り扱

いをされていたとは考え難く、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、同時期に入社した同僚の昭

和 36 年４月における社会保険庁の記録から、１万 6,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得

届や喪失届が提出されたにもかかわらず、いずれの機会においても社会保

険事務所が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主は、社会

保険事務所への資格の得喪等に係る届出を行っておらず、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る昭和 36 年４月の厚生年金保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1555 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人のＡ株式会社Ｂ部Ｃ工場における資格取得日は、昭和 44 年 12

月１日、資格喪失日は 53 年６月９日であると認められることから、申

立期間①に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 44 年 12 月から 45

年９月までは６万 8,000 円、同年 10 月から 46 年９月までは７万

6,000 円、同年 10 月から 47 年７月までは８万円、同年８月から 48 年

８月までは９万 8,000 円、同年９月から 49 年７月までは 12 万 6,000

円、同年８月から 50 年９月までは 14 万 2,000 円、同年 10 月から 51

年７月までは 15 万円、及び同年８月から 53 年５月までは 20 万円とす

ることが妥当である。 

 

２ 申立人の有限会社Ｄにおける資格取得日は、昭和 53 年 11 月１日、

資格喪失日は 54 年８月 26 日であると認められることから、申立期間

②に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、15 万円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ：① 昭和 44 年 12 月１日から 53 年６月９日まで 

（Ａ株式会社Ｂ部Ｃ工場） 

② 昭和 53 年 11 月１日から 54 年８月 26 日まで 

（有限会社Ｄ） 

    私は、昭和 31 年 10 月２日から 53 年６月９日までＡ株式会社に継続

勤務していたのに、ねんきん特別便で確認したところ、44 年 12 月１日

にＣ工場に転勤してからの記録がなかった。また、53 年 11 月１日から

有限会社Ｄに勤務していたのに、その記録がなかった。調査してほし

い。 



 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②のいずれも、申立人と同姓同名かつ同じ生年月日の

厚生年金保険被保険者原票が確認でき、事業所の名称や所在地も申立人

の記憶と一致しており、雇用保険の記録についても申立てどおりの事業

所の加入記録が確認できる。 

また、申立期間①については、申立人から提出のあった昭和 52 年７月

の給与明細書により、事業主から支払われた給与から控除された厚生年

金保険料額は、当該厚生年金保険被保険者原票に記録された標準報酬月

額に基づく保険料額と一致している。 

これらの事実から、当該厚生年金保険被保険者原票は申立人の厚生年

金保険の記録であると認められる。 

なお、標準報酬月額については、今回、統合する申立人の両事業所に

おける厚生年金保険被保険者原票の記録から、申立期間①については、

昭和 44 年 12 月から 45 年９月までは６万 8,000 円、同年 10 月から 46 年

９月までは７万 6,000 円、同年 10 月から 47 年７月までは８万円、同年

８月から 48 年８月までは９万 8,000 円、同年９月から 49 年７月までは

12 万 6,000 円、同年８月から 50 年９月までは 14 万 2,000 円、同年 10 月

から 51 年７月までは 15 万円、同年８月から 53 年５月までは 20 万円、

申立期間②は、53 年 11 月から 54 年７月までは 15 万円とすることが妥当

である。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1561 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録について

は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、昭和

63 年 12 月から平成２年 10 月までの申立人の標準報酬月額を 30 万円に訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和63年12月１日から平成２年11月１日まで 

社会保険事務所からの連絡により、Ａ株式会社に勤務した期間のうち、

昭和63年12月から平成２年10月までの標準報酬月額が、実際の給料と相

違していることが判明した。そのため、申立期間の標準報酬月額を正し

い記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、Ａ株式会社は平成２年11月１日に厚生年金保険

の適用事業所ではなくなっているが、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額については、同日以降の同年11月８日付けで、昭和63年12月から平成２

年10月までの23か月間を30万円から13万4,000円に遡及
そきゅう

して減額訂正処理

されていることが確認できる。 

一方、社会保険庁の記録及び商業登記簿謄本により、申立人は申立期間

においてＡ株式会社の代表取締役であることが確認できる。 

しかしながら、申立人は現地活動が主であり、普段から社会保険等の事

務をはじめとした会社業務に関する事務手続等は、当該事業所の監査役で

ある申立人の妻が申立人に代わって行っていたと申立人及び複数の従業員

が供述している。 

また、申立てに係る減額訂正処理がされた当時、申立人は事業所を閉鎖

する準備のため上京して働いていたと供述しており、標準報酬月額の減額

訂正処理に自ら関与した可能性を否定している。 

さらに、申立人の妻は社会保険事務手続の経験がなかったため、毎年近



 

  

くの商工会議所会議室に出張してきた担当者の指導を得て報酬月額算定基

礎届を提出していたが、事業所閉鎖に当たり、社会保険事務所から送付さ

れた厚生年金保険・健康保険適用事業所全喪届に社印を押捺し、自分の判

断で従業者の健康保険証を回収して添付し、郵送で届出を行ったとしてお

り、事業主の関与が非常に希薄だったとうかがわれる。 

加えて、同事業所は過去に事業主の標準報酬月額の遡及
そきゅう

減額処理が行わ

れたこと、商法の規定に基づく登記の懈怠
け た い

により会社の解散登記が職権で

行われたことなどから、申立人が会社の業務執行に責任を持って各種法令

を遵守し、誠実に会社の運営を行っていたとは首肯
しゅこう

できず、申立てに係る

減額訂正処理においても、自ら関与したとは認め難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような

遡及
そきゅう

による記録訂正の処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立人の申

立期間の標準報酬月額について有効な記録訂正があったとは認められない

ことから、事業主が、社会保険事務所に当初届け出たとおり、昭和63年12

月から平成２年10月までの申立人の標準報酬月額を30万円と訂正すること

が必要であると認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1562 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、平成５年４月１日

であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については 15 万円とすることが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 平成４年７月１日から５年４月１日まで 

    Ａ社会保険事務所からの連絡により、株式会社Ｂに勤務した期間のう

ち、平成４年７月の標準報酬月額が実際の給与と相違していることが判

明した。そのため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほ

しい。 

    なお、平成５年４月１日まで継続勤務をしていたので、正しい記録を

調査の上、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂

正・取消済資格記録）において、申立人の株式会社Ｂにおける厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成４年７月から５年３月までは 15 万円と

記録されており、また資格喪失日については同年４月１日と記録されてい

た。 

 しかし、社会保険庁の記録では、株式会社Ｂについて厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなった平成４年７月 31 日以降の６年６月 24 日に申

立期間の標準報酬月額が８万円に訂正されて引き下げられており、また資

格喪失日についても６年６月 24 日に当初の資格喪失日である５年４月１

日を４年７月 31 日に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できるところ、

社会保険事務所において、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処

理を行う合理的な理由は見当たらない。 

 これらを総合的に判断すると、資格喪失日及び標準報酬月額に係る有効



 

  

な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る資格喪失日

は事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成５年４月１日とし、申立期

間の標準報酬月額についても、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標

準報酬月額の記録から、15 万円とすることが必要と認められる。 

  



 

  

埼玉厚生年金 事案 1563  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の

申立期間の標準報酬月額を 41 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 12 月１日から７年９月 29 日まで 

    社会保険庁の記録によると、株式会社Ａにおける平成７年 10 月の訂正処理

で、６年 12 月から７年８月までの標準報酬月額が 41 万円から 13 万

4,000 円にさかのぼって引き下げられている。納得できないので、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、商業登記簿謄本により、申立期間当時において株式会社Ａ

の取締役であったことが確認できる。 

また、申立期間以前ではあるが、複数の同僚は申立人が販売部門を担

当し、事業主は経理・社会保険部門の担当責任者であったと供述してい

る。 

しかしながら、申立期間当時の事業主は滞納保険料について、社会保

険事務所に相談し、訂正処理に同意したが、申立人は関与しておらず、

遡及
そきゅう

訂正処理に関して申立人に通知もしていないと供述している。 

一方、社会保険庁の記録では、株式会社Ａは、平成７年９月 29 日に厚

生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立人の申立期間に係る

当該事業所における厚生年金保険の標準報酬月額については、社会保険

庁の被保険者資格記録において、当初、平成６年８月から７年８月まで

は 41 万円と記録されていた。 

しかし、その後の社会保険庁の記録では、当該事業所において、適用

事業所に該当しなくなった日以降の平成７年 10 月５日付けの訂正処理に

おいて、申立人の標準報酬月額の記録がさかのぼって引き下げられてお

り、申立人の標準報酬月額は、６年 12 月から７年８月までの期間を 41



 

  

万円から 13 万 4,000 円にさかのぼって訂正されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような

遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらず、

標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、

申立人の申立期間の標準報酬月額については、事業主が当初、社会保険

事務所に届け出た 41 万円に訂正することが必要である。 



 

  

埼玉厚生年金 事案1565 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、平成３年10月の申立人

の標準報酬月額を53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年10月１日から同年11月１日まで 

    社会保険事務所からの連絡により、Ａ株式会社（後日社名が、「株式

会社Ｂ」と変更）に勤務した期間のうち、平成３年10月の標準報酬月

額が退社後にさかのぼって訂正されていることが判明したので、申立

期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、Ａ株式会社は平成３年11月１日に厚生年金保険

の適用事業所ではなくなっているが、申立人の申立期間における標準報酬

月額については、同日以降の４年５月８日付けで、３年10月分の記録が53

万円から30万円にさかのぼって減額訂正処理されていることが確認できる。 

一方、社会保険庁の記録及び商業登記簿謄本により、申立人は申立期間

においてＡ株式会社の代表取締役であったことが確認できる。 

しかしながら、申立人がＡ株式会社を退職後に別の事業所で厚生年金保

険の被保険者資格を取得したこと、その後同事業所を退職して失業保険を

受給していたこと、及び申立てに係る減額訂正処理が行われた時、Ａ株式

会社における代表取締役は、取締役を辞任した申立人の後任として取締役

に就任した者が、代表取締役に就任していたときであることが商業登記簿

謄本により確認できることなどから、申立人はＡ株式会社の社会保険手続

には関与していなかったと認められる。 



 

  

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような

遡及
そきゅう

による記録訂正の処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立人の申

立期間の標準報酬月額について有効な記録訂正があったとは認められない

ことから、事業主が、社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成３年10

月の申立人の標準報酬月額を53万円と訂正することが必要であると認めら

れる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1567 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間に係る、厚生年金保険の標準報酬月額の記録につ

いては、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、

申立人の申立期間の標準報酬月額を、平成 12 年 11 月から 13 年４月まで

の期間を 20 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年 11 月１日から 13 年５月１日まで  

平成 12 年 11 月にさかのぼって、標準報酬月額が 20 万円から８万

円に引き下げられていた。私自身は同意した覚えはないので納得でき

ない。減額前の標準報酬月額に訂正してほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票において、申立人の株式会

社Ａにおける厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成 12 年 11 月か

ら 13 年４月までは 20 万円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁の記録では株式会社Ａについては、厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなった平成 13 年５月 1 日以降の同年８月 29

日に、申立人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正処理されて

おり、申立人の場合、申立期間の標準報酬月額は上記の 20 万円から、８

万円へと訂正されていることが確認できる。 

また、申立人は、平成 13 年８月 29 日に標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理

が行われた時には、既に株式会社Ａを退職しており、同年８月 24 日には

Ｂ株式会社で厚生年金保険の被保険者資格を取得していることから、標

準報酬月額の減額訂正処理に申立人は関与していたとは考え難い。 

さらに、当時の事業主は、社会保険事務手続等は外部の者に委託して

行っていたと供述していることや、申立人は株式会社Ａの指示により、

外回りの仕事が多いことなどから判断して社会保険関係の事務等は直接

関与していなかったと考えられる。 



 

  

これらを総合的に判断すると､社会保険事務所において、このような

遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらず、

標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、事業主が社会

保険事務所に当初届け出たとおり、平成 12 年 11 月から 13 年４月までの

期間を 20 万円に訂正することが必要であると認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1570 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａ（現在は、株

式会社Ｂ）における資格取得日に係る記録を平成 13 年８月１日、資格喪

失日に係る記録を 14 年２月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 44 万円

とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年８月１日から 14 年２月１日まで 

    私は雇用契約書のとおりの条件で平成13年８月１日に株式会社Ａに入

社し、14年１月に同社を退職するまで、継続して仕事に従事しており、

同社在職中は当該雇用契約書の条件のとおり、厚生年金保険には加入し

ていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった株式会社Ａとの雇用契約書、解雇予告通知書、

同社に係る雇用保険の被保険者記録及び当該事業所の代表者の供述等か

ら、申立人が申立期間について、当該事業所に正社員として継続して勤

務していたことが推認できる。 

また、同社は昭和61年６月１日から厚生年金保険の適用事業所となって

いるところ、申立事業所の申立期間に係る社会保険事務所の被保険者縦

覧照会回答票で申立人の氏名は確認できない上、同回答票の整理番号に

欠番は無いことからすると、当該事業所は申立人に係る厚生年金保険の

資格取得届を提出した形跡は無いところ、同社は資格取得及び喪失届出

は行わなかったと思われると回答しており、届出そのものは無かったと

推認される。しかしながら、申立人が提出した当該事業所との雇用契約

書では、雇用条件として、給与支給額月 42 万 6,000 円、労働保険（労災



 

  

保険、雇用保険）、社会保険（厚生年金保険、健康保険）の項目が記載

されており、申立人は、申立期間においては雇用条件のとおりであった

と供述しているほか、当該事業所の代表者は、申立人の厚生年金保険料

は給与から控除していたと記憶しており、社会保険庁からの納付勧奨に

は応ずると供述していることから、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、事業主との雇用契約

書及びＣ公共職業安定所が発行している申立人に係る雇用保険受給資格

者証から、44 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

申立期間の申立事業所の被保険者縦覧照会回答票の整理番号に欠番が見

当たらない上、同社は厚生年金保険の被保険者資格取得及び喪失の届出

を行わなかったと思われると回答していることから、事業主から当該社

会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る平成 13 年８月から 14 年１月までの保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1572 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失

日に係る記録を昭和 51 年８月２日に訂正し、申立期間における標準報酬

月額を 11 万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年６月 30 日から同年８月２日まで 

    私は、株式会社ＡからＢ株式会社へ転職したが、申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無い。株式会社ＡとＢ株式会社は、同一事業主で勤務

地も同じである。株式会社Ａの資格喪失日が間違っているのか、Ｂ株式

会社の資格取得日が違うのか分からないが会社の都合で移籍し継続して

勤務していたので、申立期間について厚生年金保険被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａの商業登記簿謄本及びＢ株式会社の事業所別被保険者名簿に

よると、申立期間当時の両事業所の事業主及び所在地は同一であることが

確認できる。 

さらに、Ｃ年金基金が保管する申立人の加入員記録、同僚の供述及び

社会保険事務所が保管する被保険者原票照会回答票に記載されている申

立人の資格喪失の届出日から判断すると、申立人が株式会社Ａに昭和 51

年８月１日まで勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

一方、雇用保険の加入記録によると、申立人は、株式会社Ａを昭和 51

年６月 30 日に離職し、同年 51 年７月１日にＢ株式会社において被保険

者資格を取得しているところ、上述のＣ年金基金の加入員記録によると

申立人が 51 年８月２日に株式会社Ａにおいて同基金の加入員資格を喪失

 



 

  

し、同日にＢ株式会社において同資格を取得していたことが確認でき、

さらに、同日にＢ株式会社は、厚生年金保険に新規に加入していること

が確認できる。 

   以上のことから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日に係る記録を

昭和 51 年８月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額については、申立

人の株式会社Ａにおける 51 年５月の社会保険事務所の記録から 11 万

8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主の所在は不明であり、取締役の供述も得られず、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案1573 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人の有限会社Ａ（事業所整理

記号：＊）における被保険者資格の取得日を昭和63年11月30日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を16万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 63 年 11 月 30 日から平成２年４月１日まで 

私は、有限会社Ａに昭和 62 年９月 1 日から平成５年９月 29 日まで、

継続して勤務していた。申立期間の 17 か月についても厚生年金保険料

を給与から控除されていたが、事業主が社会保険事務所に納付してい

なかったことが分かった。この期間を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。なお、事業主も保険料を給与から控除していたこと

を認めている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及び同僚の供述により、申立人は有

限会社Ａに継続勤務していたことが推認できる。 

また、申立期間当時の代表取締役は、同代表取締役が署名した申立人

宛の念書により、申立期間に申立人から厚生年金保険料を控除し社会保

険事務所に納付していなかった旨を認めており、同僚の給与明細書及び

同僚の供述を併せて判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが推認できる。 

一方、社会保険庁の記録によれば、有限会社Ａ（事業所整理記号：

＊）は、昭和63年11月30日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

っているものの、同一所在地において同月25日にさかのぼり同一名称で

事業主も同じ適用事業所（事業所整理記号：＊）となっており、同一事

業所でありながら新たな適用事業所としていることが確認できる。 



 

  

これらのことから、申立人の有限会社Ａ（事業所整理記号：＊）にお

ける被保険者資格取得日を昭和63年11月30日とし、申立期間の標準報酬

月額については、申立期間前後の記録から16万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が自ら履行していない旨を供述していることから、事業主が平成

２年４月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和63年11月から平成２年３月までの保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案1574 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人の有限会社Ａ（事業所整理

記号：＊）における被保険者資格の取得日を昭和63年11月30日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を34万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 63 年 11 月 30 日から平成２年４月１日まで 

私は、有限会社Ａに昭和 57 年８月９日から平成５年９月 29 日まで、

継続して勤務していた。申立期間の 17 か月についても厚生年金保険料

を給与から控除されていたが、事業主が社会保険事務所に納付してい

なかったことが分かった。この期間を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。なお、事業主も保険料を給与から控除していたこと

を認めている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及び同僚の供述により、申立人は有

限会社Ａに継続勤務していたことが推認できる。 

また、申立期間当時の代表取締役は、同代表取締役が署名した申立人

宛の念書により、申立期間に申立人から厚生年金保険料を控除し社会保

険事務所に納付していなかった旨を認めており、同僚の給与明細書及び

同僚の供述を併せて判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが推認できる。 

一方、社会保険庁の記録によれば、有限会社Ａ（事業所整理記号：

＊）は、昭和63年11月30日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

っているものの、同一所在地において同月25日にさかのぼり同一名称で

事業主も同じ適用事業所（事業所整理記号：＊）となっており、同一事

業所でありながら新たな適用事業所としていることが確認できる。 



 

  

これらのことから、申立人の有限会社Ａ（事業所整理記号：＊）にお

ける被保険者資格取得日を昭和63年11月30日とし、申立期間の標準報酬

月額については、申立期間前後の記録から34万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が自ら履行していない旨を供述していることから、事業主が平成

２年４月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和63年11月から平成２年３月までの保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案1575 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人の有限会社Ａ（事業所整理

記号：＊）における被保険者資格の取得日を昭和63年11月30日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を28万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 63 年 11 月 30 日から平成２年４月１日まで 

私は、有限会社Ａに昭和 56 年７月１日から平成５年 10 月 30 日まで、

継続して勤務していた。申立期間の 17 か月についても厚生年金保険料

を給与から控除されていたが、事業主が社会保険事務所に納付してい

なかったことが分かった。この期間を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。なお、事業主も保険料を給与から控除していたこと

を認めている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及び同僚の供述により、申立人は有

限会社Ａに継続勤務していたことが推認できる。 

また、申立期間当時の代表取締役は、同代表取締役が署名した申立人

宛の念書により、申立期間に申立人から厚生年金保険料を控除し社会保

険事務所に納付していなかった旨を認めており、同僚の給与明細書及び

同僚の供述を併せて判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが推認できる。 

一方、社会保険庁の記録によれば、有限会社Ａ（事業所整理記号：

＊）は、昭和63年11月30日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

っているものの、同一所在地において同月25日にさかのぼり同一名称で

事業主も同じ適用事業所（事業所整理記号：＊）となっており、同一事

業所でありながら新たな適用事業所としていることが確認できる。 



 

  

これらのことから、申立人の有限会社Ａ（事業所整理記号：＊）にお

ける被保険者資格取得日を昭和63年11月30日とし、申立期間の標準報酬

月額は、申立期間前後の記録から28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が自ら履行していない旨を供述していることから、事業主が平成

２年４月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和63年11月から平成２年３月までの保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案1576 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人の有限会社Ａ（事業所整理

記号：＊）における被保険者資格の取得日を昭和63年11月30日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 63 年 11 月 30 日から平成２年４月１日まで 

私は、有限会社Ａに昭和 62 年９月 1 日から平成５年 10 月 30 日まで、

継続して勤務していた。申立期間の 17 か月についても厚生年金保険料

を給与から控除されていたが、事業主が社会保険事務所に納付してい

なかったことが分かった。この期間を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。なお、事業主も保険料を給与から控除していたこと

を認めている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及び同僚の供述により、申立人は有

限会社Ａに継続勤務していたことが推認できる。 

また、申立期間当時の代表取締役は、同代表取締役が署名した申立人

宛の念書により、申立期間に申立人から厚生年金保険料を控除し社会保

険事務所に納付していなかった旨を認めており、同僚の給与明細書及び

同僚の供述を併せて判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが推認できる。 

一方、社会保険庁の記録によれば、有限会社Ａ（事業所整理記号：

＊）は、昭和63年11月30日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

っているものの、同一所在地において同月25日にさかのぼり同一名称で

事業主も同じ適用事業所（事業所整理記号：＊）となっており、同一事

業所でありながら新たな適用事業所としていることが確認できる。 



 

  

これらのことから、申立人の有限会社Ａ（事業所整理記号：＊）にお

ける被保険者資格取得日を昭和63年11月30日とし、申立期間の標準報酬

月額については、申立期間前後の記録から26万円をとすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が自ら履行していない旨を供述していることから、事業主が平成

２年４月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和63年11月から平成２年３月までの保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1581 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報

酬月額を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年９月１日から５年９月 30 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、平成４年９月１日から５年９月 30 日

までの期間に係る標準報酬月額が、同年 10 月 28 日に実際の給料より低

い標準報酬月額に訂正されていることが分かったので、訂正前の標準報

酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）に

おいて、申立人の株式会社Ａでの厚生年金保険の標準報酬月額は、申立期

間について当初 53 万円（最高等級）と記録されていたところ、同社が厚

生年金保険の適用事業所ではなくなった平成５年９月 30 日より後の同年

10 月 28 日付けで、遡及
そきゅう

して標準報酬月額が８万円に訂正されていること

が確認できる。 

また、同社では、申立人のほかにも標準報酬月額をさかのぼって減額訂

正されている者が二人確認できる。 

さらに、事業主は「申立人はＢ業務に従事しており、社会保険の手続な

どに携わっていなかった」と供述している上、照会した４人の同僚のうち

二人が、申立人は社会保険事務に関与していなかった旨の供述をしている

ことから、申立人は標準報酬月額を遡及
そきゅう

訂正された事実を承知していなか

ったと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理

を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正



 

  

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は事業主

が社会保険事務所に当初届け出たとおり、53 万円とすることが必要と認

められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1582 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額を 47 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年８月１日から９年９月 30 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、Ａ株式会社に勤務していた期間のうち、

平成８年８月から９年８月までの標準報酬月額が 47 万円から９万

2,000 円に、９年９月 30 日に訂正されていることが分かったので、訂

正前の標準報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）に

おいて、申立人のＡ株式会社における申立期間に係る厚生年金保険の標準

報酬月額は当初 47 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用

事業所ではなくなった平成９年９月 30 日付けで、遡及
そきゅう

して標準報酬月額

が９万 2,000 円に訂正されていることが確認できる。 

また、同社では、申立人のほかにも標準報酬月額がさかのぼって減額訂

正されている者が３人確認できる。 

さらに、申立人は当該事業所において取締役であることが確認できるが、

事業主及び同僚が、「申立人はＢとして勤務していたが、社会保険の手続

などに携わっていなかった」と供述していることから、申立人は、標準報

酬月額を遡及
そきゅう

訂正された事実を承知していなかったと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理

を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は事業主

が社会保険事務所に当初届け出たとおり 47 万円とすることが必要と認め

られる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1583 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額を 50 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年 10 月１日から９年９月 30 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、Ａ株式会社に勤務していた期間のうち、

平成８年 10 月から９年８月までの標準報酬月額が 50 万円から９万

2,000 円に、９年９月 30 日に訂正されていることが分かったので、訂

正前の標準報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）に

おいて、申立人のＡ株式会社における申立期間に係る厚生年金保険の標準

報酬月額は当初 50 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用

事業所ではなくなった平成９年９月 30 日付けで、遡及
そきゅう

して標準報酬月額

が９万 2,000 円に訂正されていることが確認できる。 

また、同社では、申立人のほかにも標準報酬月額がさかのぼって減額訂

正されている者が３人確認できる。 

さらに、申立人は当該事業所において取締役であることが確認できるが、

事業主及び同僚が「申立人はＢとして勤務しており、社会保険の手続など

に携わっていなかった」と供述していることから、申立人は、標準報酬月

額を遡及
そきゅう

訂正された事実を承知していなかったと考えられる。 

加えて、給与明細書において記載されている控除保険料額から標準報酬

月額は 50 万円として保険料が計算されていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理

を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正



 

  

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は事業主

が社会保険事務所に当初届け出たとおり 50 万円とすることが必要と認め

られる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1584 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａ

における厚生年金保険の被保険者資格取得日に係る記録を昭和 48 年４

月１日に、喪失日に係る記録を 49 年５月１日に訂正し、標準報酬月額

については 48 年４月を５万 2,000 円、49 年４月を６万円とすることが

必要である。 

なお、事業主が、申立期間①について、申立人に係る昭和 48 年４月

の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては明らかで

ないと認められ、申立期間②について、申立人に係る 49 年４月の厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ また、申立期間③に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録について

は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、昭

和 48 年５月及び同年６月の標準報酬月額を５万 2,000 円とすることが

必要である。      

なお、事業主が、申立期間③について申立人に係る昭和 48 年５月及

び同年６月の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年４月１日から同年５月１日まで 

             ② 昭和 49 年４月 30 日から同年５月１日まで 

             ③ 昭和 48 年５月１日から同年７月１日まで 

 社会保険庁の記録では、株式会社Ａに勤務していた期間のうち、昭和

48 年４月１日から同年５月１日までの期間及び 49 年４月 30 日から同

年５月１日までの期間の被保険者記録が欠落しており、また、48 年５

月１日から同年７月１日までの標準報酬月額も相違している。当該期間

の給与明細書を提出するので申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 



 

  

１ 申立期間①について、申立人が所持する給与明細書により、申立期間

①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人の厚生年金保険の被保険者資格取得日を昭

和 48 年４月１日とすることが妥当である。 

また、提出のあった給与明細書を検証した結果、当該事業所では翌月

控除方式であったことが確認できることから、申立期間①の標準報酬月

額は、昭和 48 年５月分の給与明細書上の厚生年金保険料控除額を基に

算定した５万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっており、当時の事情を確認できる役員等も見当たらず、この

ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間②について、申立人が所持する給与明細書により、申立期間

②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人の厚生年金保険の被保険者資格喪失日を昭

和 49 年５月１日とすることが妥当である。 

また、提出のあった給与明細書を検証した結果、当該事業所では翌月

控除方式であったことが確認できることから、申立期間②の標準報酬月

額は、昭和 49 年５月分の給与明細書上の厚生年金保険料控除額を基に

算定した６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主が昭和 49 年５月１日を資格喪失日と届け出たにもか

かわらず、社会保険事務所が資格喪失日を同年４月 30 日と誤って記録

することは考え難いことから、事業主がこれを同年４月 30 日と誤って

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合または保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る同年４月の保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  ３ 申立期間③について、申立人は、昭和 48 年５月及び同年６月の標準

報酬月額の相違を申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定または決定



 

  

し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

    したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書において

確認できる保険料控除額から判断すると、昭和 48 年５月及び同年６月

の記録を５万 2,000 円に訂正することが妥当である。 

    なお、厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行の有無について

は、当該事業所は、既に厚生年金保険の事業所ではなくなっており、当

時の事情を確認できる役員等も見当たらず、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1585 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月

額を平成７年４月から８年７月までを 59 万円に訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から８年８月 16 日まで 

    社会保険庁の記録では、株式会社Ａにおける平成７年４月から８年７

月までの標準報酬月額が 59 万円から９万 2,000 円に引き下げられてい

るが、同社役員としてやむを得ず記録訂正に応じたもので、訂正期間

や訂正金額については全く知らなかった。また、役員であったものの

社会保険事務に関する権限は無かったので、当該期間の標準報酬月額

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）に

おいて、申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準報酬月額は、当初、申

立人が主張する 59 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなった平成８年８月 16 日以降の同年９月 25 日付けで、

申立人と代表取締役二人の標準報酬月額の記録が訂正されており、申立人

の７年４月から８年７月までの標準報酬月額が 59 万円から９万 2,000 円

に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

   また、申立人は、平成８年９月 13 日ころ代表者に同行してＢ社会保険

事務所に出向き、同所担当者と滞納整理について協議し、一部期間に係る

標準報酬月額の減額訂正を応諾した旨を供述しているが、申立人は、当該

事業所の取締役であるものの、代表者の供述及び記録訂正の無い他の役員

の供述から社会保険事務に関する権限を持っていなかったと判断できる。 

   これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理

由は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について有効な記録訂正



 

  

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から 59 万円とす

ることが必要と認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1589 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額については、申

立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の

標準報酬月額を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等      

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年７月 31 日から 10 年２月 28 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、株式会社Ａにおける平成９年７月 31

日から 10 年２月 28 日までの期間に係る標準報酬月額が、同年５月６日

に実際の給料より低い標準報酬月額に訂正されていることが分かったの

で、訂正前の標準報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）に

おいては、申立人の申立期間に係る株式会社Ａにおける厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初 59 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保

険の適用事業所ではなくなった平成 10 年２月 28 日より後の同年５月６日

付けで、申立人を含む５人の標準報酬月額がさかのぼって減額訂正されて

いることが確認でき、申立人の場合は、申立期間における標準報酬月額を

20 万円に減額訂正されていることが確認できる。 

   また、元事業主及び同僚照会で回答のあった５人のうち４人が申立人は

Ｂ及びＣ職であり、社会保険事務の担当ではなかったと供述している。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理

を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は事業主

が社会保険事務所に当初届け出たとおり 59 万円とすることが必要と認め

られる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2272 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年 10 月から 50 年６月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 49 年 10 月から 50 年６月まで 

    私は、昭和 49 年 12 月に結婚し、Ａ市に住民登録と同時に国民健康保

険及び国民年金の加入手続をした。国民年金保険料は、主人の分を含め

て納付し、未納分の保険料もさかのぼって納付した。申立期間が未納と

なっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続について、Ａ市に転居してから申立人の

夫の分と一緒に加入手続をしたと主張しているが、申立人の国民年金手帳

記号番号は昭和 50 年７月 10 日に払い出されており、その夫の同番号は

52 年７月１日に払い出されていることから、一緒に加入手続をしたと推

認できない。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、Ａ市の窓口にお

いて現金で納付したと主張しているが、保険料額や納付書の枚数など覚え

ておらず、Ａ市は、窓口で現金による保険料を収納していないとしている

など、申立人の記憶が曖昧
あいまい

である。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（日

記、家計簿等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる周辺

事情が見当たらない。   

   加えて、申立人の夫は、申立期間の国民年金保険料は未納となっている。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 

   



                      

  

埼玉国民年金 事案 2273 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年 10 月から 52 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 49 年 10 月から 52 年３月まで 

    私は、昭和 49 年 12 月に結婚し、Ａ市に住民登録と同時に国民健康保

険及び国民年金の加入手続をした。国民年金保険料は、妻が私の分を含

め納付し、未納分の保険料もさかのぼって納付した。申立期間が未納と

なっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続について、Ａ市に転居してから申立人の

妻が一緒に加入手続をしてくれたと主張しているが、申立人の国民年金手

帳記号番号は昭和 52 年７月１日に払い出されており、その妻の同番号は

50 年７月 10 日に払い出されていることから、一緒に加入手続をしたもの

と推認できない。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その妻がＡ市の

窓口で、当初は一括で納付したとしているのを５回に分けて現金で納付し

たと主張を変えたが、保険料額や納付書の枚数など覚えておらず、Ａ市で

は、窓口で現金による保険料を収納していないとしているなど、記憶が

曖昧
あいまい

である。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（日

記、家計簿等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる周辺

事情が見当たらない。 

   加えて、申立人の妻は、申立期間の国民年金保険料の一部は未納となっ

ている。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2276 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から 61 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月から 61 年９月まで 

    私は、結婚してから少したった昭和 47 年４月ころに、妻が国民年金

保険料を納付していなかったので、自分だけは納付しようと思い、Ａ区

役所で国民年金の加入手続を行い、保険料を納付したと思う。 

申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人及びその妻から聴取しても、国

民年金の加入時期、保険料の納付方法等の記憶は曖昧
あいまい

であり、加入手続及

び保険料納付の状況が不明である。 

また、申立人には、昭和 45 年４月ころと 63 年 11 月ころの２度、国民

年金手帳記号番号が払い出されているが、45 年４月ころにＢ区において

払い出された手帳記号番号に係る申立人の記憶は無く、47 年４月にＡ区

で国民年金加入手続を行ったとする申立人の主張とは異なるほか、63 年

11 月ころに払い出された手帳記号番号では、申立期間は時効により保険

料を納付することはできない。 

さらに、申立人は、申立期間以外にも 111 か月と長期間の未納期間があ

り、保険料の納付意識が高かったとする事情は特段うかがえない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2278 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日  ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 36 年４月から 45 年３月まで 

申立期間については、夫が亡くなった後、何年ごろかはっきりしない

が隣組の役員が私の将来を考えて今なら国民年金をさかのぼって納付で

きると教えてくれたので国民年金の加入手続をし、国民年金保険料をま

とめて納付した。未納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その夫を亡くした昭和 37 年８月以後、隣組の役員から今な

らさかのぼって国民年金保険料を納付できることを聞き、国民年金に加入

した後、申立期間の保険料をさかのぼって納付したとしているが、申立人

の国民年金手帳記号番号から推定できる国民年金への加入時期は、47 年

10 月ころであり、その時点では、申立期間は時効により納付できない期間

となり、別の国民年金手帳記号番号が発行された形跡もみられない。 

また、Ａ市保管の申立人の被保険者名簿には、昭和 47 年 11 月１日に昭

和 46 年度と 47 年度の保険料をまとめて納付し、同年 11 月 30 日に 45 年

度の保険料をさかのぼって一括納付した記録があることから、当該納付と

申立内容の納付を混同している可能性がある。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付した事実を示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2280 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの期間、43 年４月から 44 年

３月までの期間、50 年 10 月から 51 年３月までの期間、平成５年１月、

同年６月、同年８月、同年 10 月及び６年６月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：   

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 36 年４月から 38 年３月まで 

② 昭和 43 年４月から 44 年３月まで 

③ 昭和 50 年 10 月から 51 年３月まで 

④ 平成５年１月 

⑤ 平成５年６月 

⑥ 平成５年８月 

⑦ 平成５年 10 月 

⑧ 平成６年６月 

    申立期間の国民年金保険料については、夫とともに定期的に納付し、

途中から口座振替により納付しているはずであり、納付し忘れて未納が

あったとしても、督促が来て未納に気付くはずであるが、国民年金保険

料について督促を受けた覚えは一度もない。きちんと納付していたにも

かかわらず、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫が 60 歳となるまでの期間の国民年金保険料について、

夫と一緒に納付したとしているが、申立期間①、②、③、④、⑤、⑥及び

⑦の国民年金保険料について、その夫の同期間の保険料はすべて未納とな

っており、申立人の主張は不自然である。 

また、申立期間①、②、③及び④については、申立人の国民年金保険料

の納付時期及び納付金額に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無いことから、保険料



                      

  

の具体的な納付状況が不明である。 

さらに、平成５年６月以降の入出金記録がある申立人の夫名義のＡ組合

（現在のＢ組合）の預金通帳によれば、申立人及びその夫は当該通帳の口

座振替により国民年金保険料を納付しているが、申立期間⑤、⑥、⑦及び

⑧の保険料が残高不足により口座振替ができなかったことが確認できる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2281 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年９月から 60 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 57 年９月から 60 年６月まで 

申立期間については、母親が国民年金加入手続及び国民年金保険料

の納付をしていたはずなので、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、同居していたその母親が申立人の国民年金への加入手続と申

立期間の保険料の納付を行ったとしているが、母親は、申立人の国民年金

の加入手続を行った記憶は無く、保険料の納付についても、信用金庫など

で納付したとしているものの、納付に関する記憶が全般的にあいまいであ

ることから、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付状況が不明で

ある。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号から推定できる国民年金への加入

時期は、平成８年８月ころであり、その時点では、申立期間の保険料は時

効により納付できず、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もみ

られない。 

さらに、申立人は、申立期間中に確定申告又は住民税の申告をした際、

受け付けた職員が中学の同級生であり、申告の控除証明に使用した国民

年金保険料の領収証書を同職員が確認したはずだと主張しているが、同

職員は、申立人の同級生であり、申立人の市民税申告の受付をした記憶

はあるとしているものの、国民年金保険料の領収証書を見た記憶は無い

としており、申立人の主張を裏付ける申述は得られなかった。 

加えて、申立人の申立期間の国民年金保険料が納付されていたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）や周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2286 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年４月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年４月から 42 年３月まで 

    私は昭和 38 年３月に、Ａ市からＢ駅前の商店街にあるＣに嫁いで来

て、その年のうちに国民年金の住所変更手続を行った。結婚前は実家の

父親が国民年金保険料を納付していてくれた。結婚後は、夫が夫婦の保

険料を近所の町内会の集金人であるＤ屋のご主人に払っており、夫は社

会保険庁の記録では納付済みとなっているのに妻の私の分が未納となっ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 38 年３月にＡ市からＥ市のＣに嫁いできて、その年の

うちに国民年金の住所変更手続を行ったと申し立てているが、申立人の所

持する年金手帳には、43 年１月 22 日に、結婚前に居住していたＡ市から

Ｅ市（現在は、Ｆ市）に住所変更及び氏名変更した旨の記載が確認でき、

Ｅ市国民年金被保険者名簿にも同様の記載があることから、申立人はＥ市

での国民年金の転入手続を 38 年の結婚と同時期には行わなかったと推認

できる。 

また、申立人のＥ市国民年金被保険者名簿には、「Ｇ」の記載があるこ

とから、申立人の居住する地域では、集金人による国民年金保険料の収納

が行われていたと確認できるが、保険料を納付したとする申立人の夫は、

申立期間のうち過年度保険料として納付可能な期間の国民年金保険料をま

とめて納付した記憶が無い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（預金通帳、確定申告書等）が無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1543 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録について

は、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日   ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 10 年２月１日から 11 年 12 月 27 日まで 

    社会保険庁の記録によると、Ａ株式会社に勤務していた期間のうち、

申立期間の標準報酬月額が 59 万円から９万 8,000 円に減額訂正されて

いるが、保険料は減額される前の額で控除されていた。申立期間の標準

報酬月額を 59 万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間当時、勤務していたＡ株式会社は、平成 11 年 12 月

27 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、同日以降の 12 年

１月７日に申立人の 10 年２月から 11 年 11 月までの標準報酬月額が 59 万

円から９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが社会保険庁の記録に

より確認できる。 

   また、当該事業所では、代表取締役、常務取締役及び経理担当取締役の

３人の標準報酬月額が遡及
そきゅう

して訂正されており、その他の一般従業員は

遡及
そきゅう

訂正されていないことが確認できる。 

 しかしながら、申立人は、Ａ株式会社の経理部門を長年担当して、

遡及
そきゅう

訂正の数年前から取締役経理部長として社会保険業務の責任者とし

ての職務を執行しており、実務は担当係長に任せており中身は良く把握

していないと主張するものの、社会保険業務の責任者として社会保険関

係の届出書類に会社印を押したと供述している。 

   また、当該事業所を管轄していた社会保険事務所が保管していた滞納処

分票には、平成 12 年１月７日付けで、「申立人と面談し全喪届を受理、

あわせて月額変更届、算定基礎届の提出を受理、」と記述があることから、



 

  

申立人が遡及
そきゅう

訂正に関与していたことは明らかである。 

これらの事情を総合的に判断すると、当該事業所の社会保険業務の責

任者の立場にあった申立人が、会社の業務として行った当該行為につい

て有効なものではないと主張することは信義則上妥当でなく、申立期間

における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることは

できない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1544 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 19 年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月から 42 年５月ごろまで 

私は、Ａ病院を昭和 41 年８月 23 日に退職し、数か月Ｂ地の実家に

帰郷して静養し、同年 10 月ころから 42 年５月ごろまで、Ｃ診療所に准

看護婦として勤務した。他の勤務の厚生年金保険の加入期間はすべてあ

るのに、この期間の厚生年金保険の加入期間が抜けていることは納得で

きない。この期間を加入期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ診療所に勤務していた同僚二人及びＡ病院時代の友人の供述により、

申立人が当該診療所に勤務していたと推認できるものの、勤務期間につい

ては不明である。 

一方、社会保険庁の記録によると、Ｃ診療所は、適用事業所として存在

しないが、Ｄ病院によると、Ｃ診療所の勤務者も含めて、「Ｅ」として社

会保険の適用事業所となっていたが、当時は常勤者でも３か月間の試用期

間の後に社会保険の資格取得届を行ったとしているところ、当時の同僚４

人に自身の入社日を聴取し、当該同僚の被保険者記録と比較した結果、入

社日より３か月から６か月を経て被保険者資格を取得していることが確認

できた。 

また、社会保険庁が保管するＤ病院の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿は、申立期間に係る健康保険番号は連番での記載となっており、追加及

び欠番は無い。 

さらに、申立人の申立事業所における雇用保険の記録は存在しない上、

申立期間の後半の昭和 42 年４月 12 日から 44 年３月 31 日までのＦ病院の

雇用保険の記録から同年４月 12 日以降はＤ病院に勤務していないものと

 



 

  

考えられる。 

加えて、事業主は、申立期間において申立人に係る厚生年金保険の被保

険者資格取得届及び保険料控除の有無について不明であるとしている上、

申立人が申立期間に厚生年金保険料を給与から控除されていた事実を確認

できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間において厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1546 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 22 年９月１日から 32 年９月 25 日まで 

    私は、申立期間にＡ株式会社で働き、出産のため退職したが、社会保

険庁の厚生年金保険被保険者記録では、申立期間の脱退手当金を受給

している記録になっている。私は脱退手当金を請求していないし、も

らっていないので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁が保管する申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）に

は、脱退手当金が支給されたことを意味する「脱退手當金」と記されてい

るとともに、申立期間の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月半後の昭和 32

年 11 月４日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない。 

   また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は通算年金制度創設前

であり、申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険への加入歴が無い申立

人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から

聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していない

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1552 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年３月１日から６年５月 26 日まで 

Ａ業界は不況だったので、破産処理をするため平成６年６月 25 日に

従業員を全員解雇した時、Ｂ社会保険事務所から呼出しを受けた。翌

26 日にＢ社会保険事務所に行くと、金額の計算された書類が既に用意

されており、滞納をなくすため訂正処理をするように言われた。破産

するため不渡りを出すかの判断を間近に控えていたので、この申出を

考えている余裕はなく、職員の強圧的な態度から同意してしまった。

経緯を確認し、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によると、株式会社Ｃは平成６年５月 26 日に全被保

険者が厚生年金保険の被保険者資格を喪失しているが、同年６月 10 日に、

申立人だけが５年３月１日にさかのぼって標準報酬月額 53 万円を取り消

され、19 万円に訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、訂正処理に当たって、Ａ社会保険事務所で滞納をな

くすため金額の訂正された書類が用意され、職員の強圧的な態度があっ

たとしているが、申立人は訂正処理に同意したことを認めている。 

また、Ａ社会保険事務所に照会したところ、株式会社Ｃの滞納処分票

など関係資料は、保存期限経過のため資料が無いと回答し、Ｄ厚生年金

基金も、訂正処理から 15 年以上経過しているため資料が無く、標準報酬

月額の引き下げの経緯については把握していないと回答しており、当時

の状況を確認することはできない。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負

っている代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行



 

  

為について責任を負うべきであり、自ら標準報酬月額の減額処理に同意

しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義則

上妥当でなく、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録に

係る訂正を認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1556 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録につい

ては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 平成６年５月１日から９年 10 月１日まで 

    社会保険事務所からの連絡により、株式会社Ａに勤務した期間のうち、

申立期間の標準報酬月額が、給与から控除されていた保険料に見合う

標準報酬月額と相違していることが判明した。そのため、申立期間の

標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人の標準報酬月額は平成 10 年５月 29 日

付けで、６年５月から９年 10 月までの間、20 万円から９万 2,000 円に訂

正されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、株式会社Ａにおける社会保険の事務手続を自ら行

っており、この減額処理についても、平成 10 年５月ごろ、「事業主家族

の標準報酬月額をさかのぼって引き下げることにより滞納保険料を相殺

することができる。」という社会保険事務所の説明を聞いた上で、これ

にやむを得ず同意したと供述している。 

また、事業主からの供述は得ることができなかったが、申立人によれ

ば、申立人は同社の取締役を務め、事業主印を使用管理しており、会社

を経営する立場にあったと供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負

っている取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行為に

ついては責任を負うべきであり、自ら標準報酬月額の減額処理に関与し

ながら当該減額処理が有効なものでないと主張することは信義則上妥当

でなく、申立期間における、厚生年金保険の標準報酬月額の記録に係る

訂正を認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1557 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 51 年 10 月１日から 52 年９月１日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ株式会社に勤務していた期間のうち、申立

期間の標準報酬月額が 12 万 6,000 円となっているが、企業年金基金連

合会から取り寄せたＢ厚生年金基金の記録では 17 万円となっており、

相違している。昭和 50 年 10 月１日付け人事異動後は衛生管理者及び

医療事務管理士の資格を取得し、査定もよく、また、51 年 10 月からは

母を被扶養者としたため、家族手当等がプラスされ給与が増加してい

たはずである。よって、社会保険庁の記録を厚生年金基金の記録の 17

万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持していた企業年金基金連合会による標準報酬月額の証明

書（「報酬月額について」）によれば、申立期間の標準報酬月額は、申

立人の主張どおりの 17 万円となっていることが確認できる。 

また、同じく申立人が所持していた、Ｂ厚生年金基金発行の「第１種

退職年金裁定通知書」の標準給与月額総計は、企業年金基金連合会によ

る標準報酬月額の証明書（「報酬月額について」）の標準報酬月額の合

計額と一致している。 

しかし、企業年金基金連合会が保有していた申立人の「厚生年金基金

加入員台帳」によれば、記載の行はずれているものの前後の記録との関

係から、社会保険庁の記録どおり、昭和 51 年 10 月１日付けで 12 万

6,000 円の定時決定が行われていることが確認できる。 

また、Ａ健康保険組合が保有していた「被保険者台帳」の記録からも、



 

  

社会保険庁の記録どおり、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は 12 万

6,000 円であることが確認できる。 

さらに、Ｂ厚生年金基金、Ｃ健康保険組合及び社会保険庁のいずれも、

昭和 52 年９月に標準報酬月額を 16 万円とする随時改定を行っているこ

とが確認できるが、仮に申立期間の標準報酬月額が申立人の主張する 17

万円であったとするならば、この改定は２等級以上の変動があった場合

に行われる随時改定に不該当となっていたはずであり、すべての保険者

がこの処理を誤ったとは考え難い。 

なお、申立人は、昭和 50 年 10 月の人事異動後、衛生管理者免許及び

医療事務管理士資格を取得し、査定も良かったと記憶していることから、

申立期間の標準報酬月額は 17 万円であると主張しているが、各証書は、

52 年 11 月２日付け及び同年 12 月 31 日付けで発行されており、各証書発

行までの期間を考慮しても、申立内容を裏付けるものとは言えない。 

また、申立人は、申立人の母が退職したことに伴い、固定的賃金であ

る家族手当 3,000 円及び住宅手当２万 1,000 円が増額したと記憶してい

ることから、申立期間の標準報酬月額は 17 万円であると主張している。 

しかし、申立人が保有していた申立人の母の健康保険継続療養証明書

は昭和 51 年 10 月１日付けで交付されており、これにより推認できる固

定的賃金増額に伴う標準報酬月額の改定と申立内容とは一致しておらず、

申立内容を裏付けるものとは言えない。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、事業主は申立人の給与から社会保険庁の記録どおりの標準報

酬月額に見合う厚生年金保険料を控除していたと考えるのが自然であり、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1558 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録に

ついては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年８月１日から７年６月 21 日まで 

    社会保険庁の記録では、株式会社Ａにおける平成６年８月分から７年

５月分までの 10 か月について標準報酬月額が給与の額に見合っていな

い。当該期間の給与は 41 万円であったので標準報酬月額を給与の額に

見合うように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 社会保険庁の記録によると、申立人が代表取締役を務めている株式会社

Ａにおける申立人の標準報酬月額は、申立人が厚生年金保険の被保険者

資格を喪失した平成７年６月 21 日以降である同年６月 28 日において、

６年８月１日から７年６月 21 日までの 41 万円を 15 万円に遡及
そきゅう

して訂正

していることが確認できる。 

しかしながら、申立人は申立期間及びその後も代表取締役であること

が商業登記簿で確認できる。 

また、当該遡及
そきゅう

訂正に関しては、役員として経理を担当している申立

人の妻が経営上の不振から顧問の社会保険労務士に相談をして標準報酬

月額を下げる手続を行ったと供述しているところ、日頃から同じ店内で

働いていたとする申立人がこの減額処理について認識していなかったと

は考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負

っている代表取締役である申立人は、会社の業務として行われた当該行

為については責任を負うべきであり、自ら標準報酬月額の減額処理に関

与しながら当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上妥

当でなく、申立期間について厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1559 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額の記録の

訂正を認めることはできない。また申立期間②については、申立人が厚生

年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年９月１日から５年２月 28 日まで 

             ② 平成５年２月 28 日から７年５月 31 日まで 

    申立期間①について、社会保険庁の記録では、平成４年９月から５年

１月までの標準報酬月額が給与の額に見合っていない。当該期間の給与

は約 50 万円であり、標準報酬月額を給与の額に見合うように訂正して

ほしい。 

申立期間②について、株式会社Ａの勤務期間は、退職証明書にもあ

るように平成７年５月 31 日までであるので、この期間も厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。なお、この間の平均給与は約 40

万円である。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、社会保険庁の記録では申立人の株式会社Ａにお

ける平成４年９月から５年１月までの標準報酬月額が当該事業所が適用

事業所ではなくなった同年２月 28 日以降の同年３月 31 日に 50 万円か

ら９万 8,000 円にさかのぼって訂正されているのが確認できるが、社会

保険事務所においてこのような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという合理的

理由は見当たらない。 

    しかしながら、申立人は当該事業所において従業員であったと申し立

てているところ、株式会社Ａの取締役であることが商業登記簿により確

認できる。また、その役員としての業務は、代表取締役が株式会社Ｂの

経営に専念していたことから、会社の実印を預かるなど代表取締役と同



 

  

等の権限を付与されて執行していたという供述が複数の関係者により得

られた。 

さらに、株式会社Ａの経理については、親会社である株式会社Ｂの

経理担当者の指導の下で申立人が行っていたとしているが、株式会社

Ｂの複数の関係者から、事業主を通じた金銭貸与のほかは経理事務の

関連はなかったとの供述が得られるとともに、株式会社Ａ社の経理責

任者を申立人の妻であるＣとしていたことが確認でき、申立人が経理

面においても株式会社Ａの経営に深く関与していたことが推認できる。 

    これらの事情を総合的に判断すると、当該事業所の取締役として会社

の業務の執行に責任を負っている申立人は、会社の業務として行われた

当該行為については責任を負うべきであり、当該処理が有効でないと主

張することは信義則上妥当でなく、申立期間①について厚生年金保険の

標準報酬月額にかかる記録の訂正を認めることはできない。 

 

 ２  申立期間②について、申立人は退職証明書及び給与台帳により平成７

年５月 31 日までの勤務を申し立てている。しかし、この退職証明書の発

行（押印を含む）については、効力を疑問視する関係者の供述もあった。

また、給与台帳については申立人が同僚と作成したとするとともに、当

該台帳においては社会保険料の控除を確認できない。 

さらに、株式会社Ａは平成５年２月 28 日に適用事業所ではなくなる

ことについての一連の手続が執られ、同日付けで申立人を含む全員が国

民年金に加入し、同年２月分からの国民年金保険料を納付していること

が社会保険庁の記録で確認できる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1560 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 37 年２月から 39 年３月又は同年４月まで 

    株式会社Ａ（正式には、有限会社Ａ）に昭和 37 年２月から 39 年３月

又は同年４月まで勤務していたのに、社会保険庁の記録によれば、厚

生年金保険の被保険者としての記録が無い。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶していた有限会社Ａの同僚の氏名が社会保険庁の記録から

確認できること、及び同僚の供述により、退職時期の特定はできないもの

の、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する記録から、同社が厚生年金保

険の適用事業所ではなくなったのは、昭和 37 年６月 30 日であり、申立期

間の一部は適用事業所ではなかった期間であることが確認できる。 

   また、社会保険事務所が保管する同社に係る事業所別被保険者名簿には、

申立人の氏名は無く、健康保険の番号にも欠番は無い。 

   さらに、事業主からは回答を得られず、申立内容に係る事実を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない上、申立人が申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与

明細書等の資料も無い。 

加えて、同僚の一人によれば、「当時、試採用期間が３か月から半年く

らいあった。また、自分は、会社が厚生年金保険の適用事業所ではなくな

った後も勤務していたが、国民年金に加入（昭和 37 年７月から 39 年２月

まで）していた。」と回答している。 

なお、社会保険事務所が保管する記録及び同僚の厚生年金保険の記録か



 

  

ら、有限会社Ａの事業主は、同所在地で、厚生年金保険の適用事業所とし

て昭和 39 年３月１日からＢ株式会社を経営していたことが確認できるこ

とから、申立期間の一部はＢ株式会社の期間であったとも考えられるとこ

ろ、社会保険事務所が保管する同社に係る事業所別被保険者名簿には、申

立人の氏名は無く、健康保険の番号にも欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1564  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録について

は、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成５年４月１日から７年２月 28 日まで 

Ａ株式会社において平成７年４月の訂正処理で、５年４月から６年

４月までの標準報酬月額が、26 万円から９万 8,000 円に、同年５月か

ら７年１月までの標準報酬月額が 15 万円から９万 8,000 円にさかのぼ

って引き下げられているのはおかしいので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、Ａ株式会社は、平成７年２月 28 日に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなっており、また、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額については、同年４月６日付けで５年４月から６年４月までの

13 か月間を 26 万円から９万 8,000 円に、同年５月から７年１月までの９

か月間を 15 万円から９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して減額訂正処理されているこ

とが確認できる。   

 しかし、商業登記簿謄本によると、申立人は申立期間当時においてＡ株

式会社の取締役であることが確認でき、また、同謄本によると、減額訂正

処理がなされた平成７年４月６日前の同年３月 20 日付けで、同社代表取

締役に就任していることが確認できる。 

さらに、申立期間当時の事業主は、Ａ株式会社の経営状態は厳しく、厚

生年金保険料の滞納があったと供述している。 

加えて、申立人は申立期間当時において、社会保険担当責任者ではなか

ったと主張しているが、複数の同僚は、申立人が経理及び社会保険の担当

責任者であったと供述している。 

これらの事実及び周辺事情を総合的に判断すると、申立期間に係る標準

報酬月額の減額訂正処理時において代表取締役であった申立人が、自らの



 

  

標準報酬月額の減額訂正処理に関与しておきながら、当該処理が有効なも

のではないと主張することは信義則上妥当でなく、申立期間について、厚

生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1566 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 49 年４月 21 日から 50 年２月 28 日まで 

    私はＡ株式会社に１年は務めていたと記憶している。年金特別便を見

て掛金が１か月しかないことを初めて知り、Ｂ社会保険事務所で記録照

会を依頼したが、記録は見当たらないとの回答を受けた。 

    正しい記録を調査し、この期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立内容及び同僚の供述により、入社の時期は特定できないも

のの、前の事業所から数人でＡ株式会社の新規事業立ち上げのために、入

社して勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、社会保険庁の記録によると厚生年金保険被保険者原票

では、昭和 49 年３月１日に資格を取得、同年４月 21 日に資格を喪失し

ていることが確認できる。また、当時、当該事業所が加入していたＣ厚

生年金基金においても昭和 49 年３月１日に資格取得、同年４月 21 日に

資格喪失（自己都合）の記録が確認できる。 

さらに、事業主及び社会保険労務士事務所に申立人に係る人事記録等

の資料を請求したところ、いずれも残っておらず確認することはできな

い。 

そこで、社会保険事務所のＡ株式会社に係る被保険者名簿から、申立

期間当時に、厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業

員に聴取したものの、申立期間については申立人のことを記憶している

従業員はいなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について



 

  

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。       



 

  

埼玉厚生年金 事案 1568 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男（死亡） 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日   ： 昭和６年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 30 年９月１日から 31 年７月 19 日まで 

                            ②  昭和 31 年９月１日から 32 年３月 13 日まで 

    申立期間①に、Ａ株式会社又はＢ社のいずれかに、申立期間②にＡ株

式会社又はＢ社のいずれかに勤めていた。申立期間①及び②について、

いずれの期間に、Ａ株式会社及びＢ社に勤めていたかは、はっきりと覚

えていないが、両事業所に勤務していた。Ａ株式会社については、当時

大学の夜学に通っていたので、家から近く、残業があまりないために選

んだ。会社が大きくしっかりしていた。Ｂ社は、知人の紹介で入社し、

正社員として、配送に係る事務職をしていた。いずれも厚生年金保険料

を給与から引かれていたはずである。申立期間について厚生年金保険被

保険者であったことを認めてほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間のうち、Ａ株式会社について、申立人は、当該事業所は、当

時、住んでいた自宅から近かったとしており、当時の地図において、申

立人が説明する自宅近くに、Ａ株式会社が記載されていることは、確認

できる。  

しかし、事業主及び申立期間当時の複数の同僚に照会したが、申立人

の勤務実態や厚生年金保険の適用状況についての事実を確認できる具体

的な資料及び供述は得られなかった。 

さらに、社会保険事務所の記録によると、類似の名称であるＣ及び有

限会社Ｄは、申立期間は厚生年金保険適用事業所となっていない上、被



 

  

保険者名簿にも申立人の氏名が確認できず、有限会社Ｄにおいては複数

の同僚に照会したが、申立人の勤務実態を確認することはできなかった。 

なお、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

 

２ Ｂ社に係る申立てについて、申立人の妻は、申立人を紹介したとする

知人も既に亡くなっており、当該知人に係る調査・照会を希望していな

いこと等から、申立人のＢ社における入社に係る経緯を確認することが

できない。 

また、社会保険庁の記録によると、申立事業所である「Ｂ社（所在地

Ｅ区Ｆ地又はＧ区）」は、厚生年金保険適用事業所として確認できず、

Ｈ地以外を所在地とする「Ｂ社」は、申立期間当時、厚生年金保険適用

事業所とされていない。 

さらに、類似の名称である有限会社Ｉ（Ｅ区Ｊ地）及びＫ社（Ｅ区）

の事業主、被保険者等に照会したが、申立人の勤務実態や厚生年金保険

の適用状況についての事実を確認できる具体的な資料及び供述は得られ

ず、申立期間当時の厚生年金保険被保険者名簿においても申立人の氏名

は確認できなかった。 

加えて、Ｌ株式会社（Ｍ区）、Ｎ株式会社（Ｍ区）、Ｏ株式会社（Ｐ

区）、Ｑ株式会社（Ｒ区）及び有限会社Ｓ（Ｍ区）の被保険者名簿にお

いても、申立人の氏名は確認できなかった。 

なお、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

 

３ このほか、両申立期間における申立てに係る事実を確認できる関連資

料及び周辺事情は無い。 

 

４ これらの申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生

年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1569 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 37 年３月 22 日から同年９月９日まで 

             ② 昭和 37 年 12 月 10 日から 38 年８月１日まで 

    65 歳になり社会保険事務所で年金記録を調べたところ、申立期間に

ついては脱退手当金が支払われていると言われた。申立期間前に初めて

勤務した事業所を退職した昭和 37 年３月ころ脱退手当金が支払われた

記憶はあるが、支給されたとする 42 年３月 23 日ころは、６月に出産予

定の身重のため母や妹に家事を手伝ってもらっており、社会保険事務所

へ手続に行くことは不可能だったので、受け取っていない。申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、初めて勤務した事業所に係る被保険者期間の脱退手当金のみ

を、当該事業所を退職した昭和 37 年３月ころ受給したと主張しているが、

申立期間前の厚生年金保険被保険者資格喪失日と申立期間の被保険者資格

取得日は同日であり、被保険者資格は継続していることから、この間に脱

退手当金が支給されたとは考え難いほか、申立期間前に脱退手当金を受給

していたことをうかがわせる事情は無く、申立人の主張は不自然である。 

また、申立期間に係る申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を

意味する「脱」の表示が記されている上、オンライン記録上、脱退手当金

は申立期間後に申立期間とそれ以前の期間を基礎として支給されており、

同一の被保険者台帳記号番号で管理されている申立期間とそれ以前の期間

を支給期間とした脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに申立人に対する脱退手当金の支



 

  

給を疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1571 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： ① 平成７年８月１日から８年 10 月１日まで 

                       ② 平成９年 10 月１日から 10 年５月１日まで 

    私は、株式会社Ａに平成７年８月１日から 10 年４月 30 日まで勤務し

ており、７年 11 月に研修期間が終わり正社員となった結果、給料が多

くなり、同年 11 月は 80 万円、同年 12 月は 100 万円を超えており、以

後ずっと（交通事故で休んだ８年 10 月から同年 12 月までを除く。）

100 万円を超えていたので、申立期間の標準報酬月額を上限の 59 万円

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人と同時期に申立事業所に入社したとしている同僚は、申立人の標

準報酬月額について「平成８年及び９年において、申立人は営業成績が良

く、報酬月額はその期間は最上位等級であったと思う。」と供述している

が、申立人の実際の標準報酬月額変更及び算定等については不明としてい

る。 

  また、申立期間のうち、平成８年 10 月から９年９月までの申立人の厚

生年金保険の標準報酬月額は既に上限等級の 59 万円となっていることが

社会保険事務所のオンライン記録から確認できる上、申立人が提出した８

年５月から同年 12 月までの給与明細書においては、社会保険事務所のオ

ンライン記録の標準報酬月額に相当する厚生年金保険料（８年５月から同

年９月までは月額１万 395 円、同年 10 月から同年 12 月までは月額５万

1,182 円）が控除されていることが確認できることから、７年８月から８



 

  

年４月までの期間に係る厚生年金保険料は、オンライン記録のとおりの７

年８月１日資格取得時の標準報酬月額に相当する厚生年金保険料が控除さ

れていたと考えることが妥当である。 

さらに、当該期間以外の当該事業所の給与明細書等の資料が無いため、

その他の申立期間の標準報酬月額の確認はできないが、平成９年 10 月１

日の標準報酬月額 32 万円の算定処理は、９年８月 22 日に定時決定により

行われていることが社会保険事務所のオンライン記録から確認できるとこ

ろ、その後、当該処理が訂正された形跡は認められないことから、当該処

理に関して不自然さは無い。 

加えて、申立事業所の申立期間当時の元代表者によれば、「申立事業所

は平成 10 年７月に倒産したため、関連資料等は全く残っていないが、申

立人のような営業の社員はコミッションの割合が高く、給料は多いときに

は 100 万円を超えることもあり、少ないときには 30 万円くらいのときも

あったので、勤務期間を通して、社員が 100 万円前後の給与水準を維持し

たことはないと思う。」と供述しており、給料は常に 100 万円を超えてい

たとする申立人の主張は確認できない。 

その上、自ら、申立期間当時、申立事業所の社会保険関係の業務の責任

者であったとしている担当者によると、「毎年、保険料の算定が実施され

て、新報酬月額と新保険料額が個人あてに、当然平均給与額が表示されて

いるものが通知されており、保険料は全員標準報酬月額に合わせて控除し

ていた。」と供述している。 

このほか、申立てに係る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立てに係る標準報酬月額のうち、平成７年８月から

８年９月までの期間及び９年 10 月から 10 年４月までの期間の標準報酬月

額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1577 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 20 年６月 11 日から 23 年９月１日まで 

私は、昭和 17 年６月１日から 20 年６月 10 日まで勤務したＡ社を退

職後、進駐軍から雇われてＢ駐屯地のほか、Ｃ区Ｄ地において、戦争

の焼け跡整理や軍倉庫の建築、Ｅ地において軍船から食糧の荷揚運搬

作業及びＦ所にて勤務の後、23 年９月２日から 24 年６月３日までは

合資会社Ｇに勤務した。Ａ社退職後、合資会社Ｇ勤務前の期間につい

て、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の勤務実態に関する申立人の申立内容により、期間の特定はで

きないものの、申立人が進駐軍に関連する業務に従事していたことはうか

がえる。 

しかしながら、当時の駐留軍労働者は、「進駐軍労務者に対する健康

保険法及び厚生年金保険法の適用に関する件」（昭和23年12月１日付け

保発第92号、厚生省保険局長から各都道府県知事あて通知）により、す

べて日本政府の 直
ちょく

庸
よう

使用人として、その労務管理については、駐留軍施

設の所在する都道府県におかれた渉外労務管理事務所において行われて

おり、健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格を有するとされていた

が、同通知では、進駐軍労働者に対して社会保険制度が適用となった時

期は、24年１月１日とされていることから、申立期間は社会保険制度の

適用前であるため、申立人が当該事業所において厚生年金保険の被保険

者 と な る こ と が で き な い 期 間 で あ っ た こ と が 確 認 で き る 。 

なお、申立人は、進駐軍から直接雇われていたとしているところ、厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる



 

  

給与明細書などの関連資料は無い。 

また、申立人は数人の同僚について姓名の一部しか記憶しておらず、

同僚の供述も得られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1578     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年１月 28 日から平成元年２月１日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について

厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所から

もらった。昭和 50 年９月にＡ株式会社（Ｂ株式会社に名称変更）を立

ち上げ、51 年１月から営業を開始した。申立期間が国民年金になって

いることに納得できない。確定申告書に社会保険料も記載されており同

年１月から厚生年金保険に加入していたはずである。申立期間について

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ法務局Ｄ出張所交付の商業登記簿謄本により、申立人が申立期間にお

いて、Ａ株式会社の代表取締役であったことは認められるが、同社は、申

立期間以降の平成元年２月１日から厚生年金保険の適用事業所になってお

り、同日付けで申立人を含む３人について厚生年金保険の被保険者資格を

取得していることが社会保険庁の記録により確認できる。 

   また、申立人の供述により、当該事業所は申立期間の当初（昭和 51 年

１月 28 日）における従業員数は申立人を含め３人であるとしていること

から、申立期間当時の厚生年金保険法における適用事業所の要件を満たし

ていなかったものと推察される。 

さらに、社会保険事務所が保管する事業所名簿の記録により、事業所

記号は、適用事業所になった日付順に欠落無く記号が附記されているこ

とが確認できる上、元従業員は当該事業所が適用事業所となった平成元

年２月１日前である申立期間において、厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていなかったと供述している。 



 

  

加えて、申立人は申立期間について、国民年金及び国民健康保険の被

保険者であり、申立人の提出した確定申告書に記載された社会保険料額

は、政府管掌健康保険料額及び厚生年金保険料額とは合致しないことが

確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1579 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につ

いては訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 平成３年 12 月１日から５年 11 月 30 日まで              

    社会保険事務所からの連絡により、Ａ株式会社に勤務した期間のうち、

平成３年 12 月から５年 10 月までの標準報酬月額が、実際の給料と相違

していることが判明した。申立期間の標準報酬月額を訂正前の記録に戻

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録において、申立人が代表取締役を務めていたＡ

株式会社が適用事業所ではなくなった日以降の５年 12 月３日付けで、

３年 12 月から５年 10 月までの間の申立人の標準報酬月額が 53 万円か

ら８万円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、平成５年当時、Ａ株式会社が厚生年金保険

料を滞納していたことを認めており、社会保険事務所から標準報酬月額

を訂正して滞納保険料分を支払うよう勧められ、標準報酬月額の減額訂

正に係る書類に押印したと供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負

っている代表取締役である申立人が、会社の業務としてなされた当該行

為については責任を負うべきであり、自ら標準報酬月額の減額処理に関

与しながら当該減額訂正処理が有効なものではないと主張することは信

義則上妥当でなく､申立期間における、厚生年金保険の標準報酬月額の記

録に係る訂正を認めることはできない。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1580 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和５年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 20 年４月８日から 21 年６月８日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について

厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所から

もらった。株式会社Ａの企業内学校であるＢに昭和 20 年４月に入学し

たが、厚生年金保険の加入は 21 年６月８日（株式会社ＡのＣ工場）か

らである。同窓生には昭和 20 年４月からの被保険者記録があるので、

申立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人が提出したＢの卒業証明書により、昭和 23 年４月１日に本校Ｄ

科を卒業し、その後、本校Ｅ科に同年４月５日に入学し、同年 10 月 13 日

にＥ科を退学していることが、同校の退学証明書により確認できる。 

また、申立人提出の同校の同窓会名簿からも、申立人が同校に在籍し

ていたことは確認できる。 

さらに、株式会社Ａが保管していたＢの申立人の学籍簿により、申立

人が、昭和 20 年４月にＦ校に入学後、同年５月にＢに入学し、23 年 10

月 13 日に退学していることが確認できるが、一方、同学籍簿によると、

申立人が 20 年９月に同校を中退し、21 年１月 16 日に復学していること

が確認できる。 

  加えて、申立人と同じ昭和 21 年１月にＢに編入学した同窓生は、同年

６月８日に株式会社ＡのＣ工場の厚生年金保険に加入し、新規の厚生年金

保険被保険者番号が申立人と連番で払い出されていることが、社会保険庁

保管の厚生年金保険被保険者番号払い出し簿により確認できる。 

  さらに、昭和 20 年４月又は同年５月にＢに入学した同窓生は、同校内

 



 

  

で座学による研修と、隣接した工場で実習したものの、株式会社Ａにお

ける厚生年金保険の加入は、適用事業所や資格取得日が異なり、一律で

はないことが社会保険庁の記録から確認できるが、これは、同校に入学

前に就職した株式会社Ａの事業所（工場）、又は、勤労動員や学徒動員

で就業した事業所（工場）により違っていることが、複数の同窓生の供

述によりうかがえる。 

また、終戦後に復学や編入学した同窓生の厚生年金保険の加入も一律

ではないが、その後に配属された事業所（工場）により違っていること

が、復学や編入学した同窓生の供述によりうかがえる。 

  さらに、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

  このほか、事業主に照会するも、賃金台帳等は保存されておらず、申立

てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない上、「当

時、Ｂは、各種学校として認可を受けておらず、学生は従業員の身分で工

場に籍を置いていたため、入社後２か月間は試傭員で社会保険未加入だっ

た可能性も考えられる。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1586 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 55 年３月 25 日から平成３年７月１日まで 

    Ａ株式会社に勤務した当初の給与は 18 万円、その後、少しずつ昇給

し、平成２年ごろは 30 万円近い給与だった。社会保険事務所に記録さ

れている標準報酬月額が記憶している給与額と違っているので調査の

上、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主から提出された平成２年１月から同年 10 月までの給与計算書(同

年６月分を除く)において確認できる支給額は、おおむね申立人が同時期

の給与額と主張する額である。 

しかしながら、上記の給与計算書の厚生年金保険料控除額に見合う標準

報酬月額は、社会保険事務所で記録されている標準報酬月額よりも低い額

であることが確認できる。 

また、申立期間のうち、昭和 55 年３月から平成元年 12 月までの期間、

２年６月、及び同年 11 月から３年６月までの期間については、事業主は

当該期間の関係資料は保管していないとしており、申立人も給与明細書

等を保管していないとしていることから、申立内容の事実関係を確認す

ることはできない。 

さらに、事業主は、「平成３年４月に経理担当者として給与計算に関

わった際、前任の経理担当者に標準報酬月額について尋ねたところ、

（当時の）会長の指示で低く届けてあるとのことであった。」と供述し

ている。 

加えて、当時の同僚に照会したところ、「本社の方で、従業員の手取



 

  

りを大きくするために厚生年金保険料を少なくしたという話を聞いたこ

とがある」との回答を得た。 

なお、Ｂ市役所から、申立期間の源泉徴収票、給与支払報告書等の資

料については、保管期間を超えていることから保管していないとの回答

を得ている。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間においてその主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1587 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険被保険者記録については、訂正

する必要は認められない。 

 

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 
    基礎年金番号 ：  
    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 
    住    所 ：  
 

２ 申立内容の要旨 
    申 立 期 間 ： 平成 13 年５月から 16 年 12 月まで 
    平成 13 年５月から 16 年 12 月までの間に係る有限会社Ａでの標準報

酬月額の記録を賃金台帳の給与額及び厚生年金保険料の控除額に合わせ

て訂正してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の代理人が提出した申立人の所得税源泉徴収簿兼賃金台帳の写し

により、ⅰ）申立人の有限会社Ａにおける申立期間の報酬月額は 60 万円

であったこと、ⅱ）申立期間のうち平成 13 年５月から 15 年４月までは、

５万 1,182 円（標準報酬月額 59 万円）、同年５月から 16 年 10 月までは、

４万 61 円（同 59 万円）、同年 11 月は４万 1,105 円（同 59 万円）の厚生

年金保険料を給与から控除されていたことが確認できる。 

しかし、有限会社Ａの商業登記簿謄本により、申立人は平成７年５月１

日に同社の代表取締役に就任し、死亡した 16 年 11 月 28 日までの間、一

貫して同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、Ｂ社会保険事務所が保管している滞納処分票によると、同社の事

業主である申立人は、平成 10 年４月から、保険料の滞納について同社会

保険事務所と協議及び相談していることが確認でき、11 年８月の月額変

更届（59 万円の標準報酬月額を９万 2,000 円に変更）及び 12 年 10 月以

降の算定基礎届（標準報酬月額は９万 8,000 円で届出）は、自らの意思で

減額して届け出ていたものと推認できる。 

さらに、同社の現在の代表取締役に照会したところ、ⅰ）当時、社会保



 

  

険料の滞納があったため、申立人が平成 13 年５月から同社の従業員 23 人

の標準報酬月額を減額して社会保険事務所に届け出ており、このことを従

業員に説明していない、ⅱ）申立期間について申立人が主張するような標

準報酬月額の届出は行なっておらず、厚生年金保険料も標準報酬月額に見

合った金額は納付していないと思うと供述しており、「厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」第１条第１項但書の規定

により、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得

る状態であったと認められる場合に該当すると認められることから、申立

期間については同法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人の申立期間における標準報酬月額に係る記録については、

訂正を認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1588 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につ

いては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成６年４月１日から同年 11 月 22 日まで 

             ② 平成 10 年３月１日から同年５月 31 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、Ａ株式会社における平成６年４月１日

から同年 11 月 22 日までの期間に係る標準報酬月額が同年 11 月 29 日に、

また、Ｂ株式会社における 10 年３月１日から同年５月 31 日までの期間

に係る標準報酬月額が同年９月７日に、それぞれ実際の給料より低い額

に訂正されていることが分かったので、訂正前の標準報酬月額に戻して

ほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を 

       求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、社会保険庁の記録では、申立人が総務経理担当

常務取締役を勤めていたＡ株式会社は、平成６年 11 月 22 日に厚生年金

保険の適用事業所に該当しなくなっているところ、同日以降の同年 11

月 29 日付けで同年４月から同年 10 月までの申立人に係る標準報酬月額

が 53 万円から 11 万円に遡及
そきゅう

して減額訂正されていることが確認できる。 

    しかしながら、当時の事業主は、「申立人は、事業所の総務経理担当

常務取締役として事業所の倒産危機を回避するため、私も同意の上で、

人件費削減策の一環として実行した。」と供述し、さらに、複数の同僚

が「申立人は総務経理担当の常務取締役であった。」と供述しているこ

とから、申立人は、社会保険事務の担当取締役として当該減額処理に係

る事業所の意思決定について一定の責任を有していたと認められる。 



 

  

    これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負

っている総務経理担当常務取締役であった申立人は、会社の業務として

なされた当該行為について責任を負うべきであり、自らの標準報酬月額

の減額処理に関与しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張

することは信義則上妥当でなく、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

  ２ 申立期間②について、社会保険庁の記録では、申立人が総務経理担当

常務取締役を勤めていたＢ株式会社は、平成 10 年５月 31 日に厚生年金

保険の適用事業所に該当しなくなっているところ、同日以降の同年９月

７日付けで同年３月及び同年４月の申立人に係る標準報酬月額が 59 万

円から 28 万円に遡及
そきゅう

して減額訂正されていることが確認できる。 

    しかしながら、当時の事業主から、「当時、私は商法違反事件でＣ拘

置所に収監中であったため、申立人は、事業所の総務経理担当常務取締

役として事業所の倒産危機を回避するため人件費削減策の一環として実

行した。」と供述していることから、申立人は、社会保険事務の担当取

締役として当該減額処理に係る事業所の意思決定について一定の責任を

有していたと認められる。 

    これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負

っている総務経理担当常務取締役であった申立人は、会社の業務として

なされた当該行為について責任を負うべきであり、自らの標準報酬月額

の減額処理に関与しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張

することは信義則上妥当でなく、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

 

 

 

 




